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修正案 現 行 
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 特別防災区域に係る危険物等による火災、爆発、石油等の漏えい若しくは流出その他

の事故又は地震、津波その他の異常な自然現象により災害が発生し、又は発生するおそ

れがある場合、災害の発生及び拡大を防止するため、県、関係市等の防災関係機関並び

に特定事業所等は、相互に協力して一体的な応急活動体制を確立し、災害の防ぎょ等応

急対策を迅速かつ的確に実施する。 

 

第１章 応 急 活 動 体 制            

 

第１節 石油コンビナート等防災本部 

 

 防災本部は、災害発生時には「第２編防災組織 第１章防災本部 ２ 石油コンビナート

等防災本部」に定められた所掌事務のうち応急活動に関する業務を行う。 

 

１ 本部長の業務 

 (1) 本部員の招集  

本部長は、特別防災区域に係る大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがあ

る場合において、防災本部活動の統一的運営を図ることが必要と認めるときは、本

部員を招集し、「神奈川県石油コンビナート等防災本部運営要綱」に基づき、石油

コンビナート等防災本部会議を開催する。 

(2)  現地本部の設置及び現地本部員の指名 

本部長は、現地本部を設置した又は現地本部長から設置の報告を受けた場合は、

その旨を本部員に通知するとともに、現地本部長の意見若しくは要請を参考として

当該災害の応急対策活動を迅速かつ総合的に実施するために必要な現地本部員を本

部員のうちから指名する。 

 (3) 本部連絡員の派遣要請 

   本部長は、必要に応じ、本部員に防災本部への本部連絡員の派遣を要請する。 

 

２ 事務局の業務 

事務局は、石災法及び本計画に基づく本部長及び防災本部に係る次の事務を執行す

る。 

(1)  本部員及び本部連絡員の防災本部への参集連絡 

(2) 災害及び防災活動に関する情報の収集及び本部構成機関への伝達 

(3)  現地本部との連絡調整 
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事務局は、石災法及び本計画に基づく本部長及び防災本部に係る次の事務を執行す
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(4) 本部長の指示内容の現地本部への伝達 

(5) 防災関係機関等に対する応援要請等の連絡 

(6) 防災活動等に必要な防災資機材等の調達 

(7) 国との連絡及び他の都道府県との連絡調整 

(8) 災害及び防災活動に関する情報の整理及び報道機関への情報提供 

(9) 災害情報管理システムの運用 

(10) 危険物タンクスロッシング被害予測システムの運用 

(11) 大容量泡放射システムの運用に係る連絡調整 

(12) その他応急対策上必要な事項の処理 

 

３ 本部連絡員の業務 

本部員は、防災本部から要請があった場合、本部連絡員を防災本部に派遣する。派

遣された本部連絡員は、次の業務を行う。 

(1) 当該本部員の補佐 

(2) 防災本部と所属機関との情報連絡 

(3) 関係市消防機関の本部連絡員については、上記「２ 事務局の業務」の補佐 

 

第２節 石油コンビナート等現地防災本部 
 

１ 現地本部長の業務 

 (1) 現地本部設置の報告 

現地本部長は、現地本部を設置したときは、直ちに本部長に対し設置の報告をす

るとともに、必要な現地本部員の指名を要請する。 

(2) 現地本部員の参集連絡 

現地本部長は、本部長が指名した現地本部員に参集連絡を行い、現地本部を運営

する。また、必要に応じ、市災害対策本部との一体的運営を図る。 

(3)  特定事業所等職員の招集 

現地本部長は、災害及び応急活動等の状況を把握し、今後の応急対策を確立する

ため、必要に応じ、災害発生事業所、関係特定事業所及び共同防災組織並びに広域

共同防災組織の職員の現地本部への派遣を求める。 

 (4) 市関係職員の招集 

   現地本部長は、現地本部が行う応急対策に必要と認める市関係職員を招集する。 

(5)  現地本部連絡員の派遣要請 

   現地本部長は、必要に応じ、現地本部員に現地防災本部への現地本部連絡員の派

遣を要請する。 

 

(4) 本部長の指示内容の現地本部への伝達 

(5) 防災関係機関等に対する応援要請等の連絡 

(6) 防災活動等に必要な防災資機材等の調達 
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(10) 危険物タンクスロッシング被害予測システムの運用 

(11) 大容量泡放射システムの運用に係る連絡調整 

 (12) その他応急対策上必要な事項の処理 

 

３ 本部連絡員の業務 

本部員は、防災本部から要請があった場合、本部連絡員を防災本部に派遣する。派

遣された本部連絡員は、次の業務を行う。 

(1) 当該本部員の補佐 

(2) 防災本部と所属機関との情報連絡 

 (新設) 

 

第２節 石油コンビナート等現地防災本部 
 

１ 現地本部長の業務 

 (1) 現地本部の設置 
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ため、必要に応じ、災害発生事業所、関係特定事業所及び共同防災組織並びに広域

共同防災組織の職員の現地本部への派遣を求める。 

 (4) 市関係職員の招集 

   現地本部長は、現地本部が行う応急対策に必要と認める市関係職員を招集する。 

(5)  現地本部連絡員の派遣要請 

   現地本部長は、必要に応じ、現地本部員に現地防災本部への現地本部連絡員の派

遣を要請する。 
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２ 現地本部事務局の業務 

現地本部の運営を円滑に実施するため、現地本部に「現地本部事務局」を設置し、

次の業務を行う。 

(1) 現地本部員及び現地本部連絡員の現地本部への参集連絡 

(2) 災害及び応急対策活動に関する情報の収集及び伝達 

(3) 防災本部との連絡調整 

(4) 防災関係機関及び特定事業所等が実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡

調整 

ア 特定事業所相互応援の連絡調整 

  イ 消防機関との連絡調整 

  ウ 海上保安部（署）等との連絡調整 

  エ ライフライン事業者との連絡調整 

(5) 現地本部決定事項の防災関係機関への連絡 

ア 県警察による交通規制等の要請 

  イ 緊急消防援助隊の応援要請 

   ウ 自衛隊の応援要請 

   エ その他広域応援活動の要請 

(6) 応急対策活動に必要な防災資機材等の調達 

(7) 災害及び応急対策活動に関する情報の整理及び報道機関への提供 

(8) その他応急対策上必要な事項の処理 

 

３ 現地本部連絡員 

現地本部員は、現地本部から要請があった場合、現地本部連絡員を現地本部へ派遣

する。派遣された現地本部連絡員は、次の業務を行う。 

(1) 当該現地本部員の補佐 

(2) 現地本部と所属機関との情報連絡   

 

４ 解 散  

本部長は、現地本部長と協議し、災害の危険がなくなったと認めるとき又は応急対

策活動が完了したと認めるときは、現地本部を解散する。 

 

 

 

 

 

 

２ 現地本部事務局の業務 

現地本部の運営を円滑に実施するため、現地本部に「現地本部事務局」を設置し、
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 第５編 災害応急対策計画 

 

修正案 現 行 

第２章 災害情報の収集、伝達 
 

第１節 地震情報等の受理伝達 
 

「神奈川県地域防災計画～地震災害対策計画～第４章第１節１」に定める方法による

ほか、防災本部事務局は、特定事業所に対し、ファクシミリ一斉同報システム及び石油

コンビナート等防災相互無線を用いて伝達する。 
 

第２節 災害情報の連絡及び報告 

 

１ 災害発生事業所からの連絡 

○ 特定事業所等においてその事業の実施を統括管理する者は、火災、爆発、石油等

の漏えい、流出その他の事故の発生について通報を受け、又は自ら発見したとき

は、直ちにその旨を消防機関（電話119番）に連絡する。 
また、特定事業所等においてその事業の実施を統括管理する者は、地震による災

害の発生を速やかに連絡するため、危険物タンク等関係施設の効率的な点検に努め

る。 

○ 特定事業所等においてその事業の実施を統括管理する者は、関係市長の求めに応

じて災害の発生若しくは拡大の防止又は人命の救助のため必要な情報の提供に努め

る。 

 

２ 消防機関の措置 

 災害の通報を受けた消防機関の長は、直ちにその旨を市長に報告するとともに、防

災本部並びに警察本部及び海上保安本部に連絡する。 

 

３ 連絡及び報告の方法 

  連絡及び報告の方法は、有線又は無線電話若しくは徒歩連絡等状況に応じ、最も迅

速確実な方法で行う。 
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る。 

○ 特定事業所等においてその事業の実施を統括管理する者は、関係市長の求めに応

じて災害の発生若しくは拡大の防止又は人命の救助のため必要な情報の提供に努め

る。 

 

２ 消防機関の措置 

 災害の通報を受けた消防機関の長は、直ちにその旨を市長に報告するとともに、防

災本部並びに警察本部及び海上保安本部に連絡する。 

 

３ 連絡及び報告の方法 

  連絡及び報告の方法は、有線又は無線電話若しくは徒歩連絡等状況に応じ、最も迅

速確実な方法で行う。 
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４ 防災本部等への災害発生報告 

  災害の報告は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第40条に基づく火災・災害等即

報要領第２号様式（様式１）により判明次第逐次行い、その手続は次のとおりとす

る。 

①  即報基準に該当する火災・災害等が発生した場合は、当該火災・災害等が発生し

た地域の属する関係市は、火災・災害等に関する即報を防災本部を通じて行う。 

②  即報基準に該当する火災・災害等が発生した場合は、防災本部は、関係市からの

報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報を消防庁に対

して行う。 

③  直接即報基準（特に迅速に報告すべき基準）に該当する火災・災害等が発生した

場合は、関係市は、第一報を防災本部に加え、消防庁に対しても報告する。この場

合において、消防庁長官から要請があった場合は、関係市は第一報後の報告につい

ても、引き続き消防庁に対して行う。 

④  関係市は、報告すべき火災・災害等を覚知したときは、原則として覚知後30分以

内で可能な限り早く、分かる範囲でその第一報を報告し、以後、各即報様式に定め

る事項について、判明したもののうちから逐次報告する。防災本部は、関係市から

の報告を入手後速やかに消防庁に対して報告を行うとともに、関係市からの報告を

待たずに情報を入手したときは、直ちに消防庁に対して報告を行う。 

    

第３節 防災本部への災害・応急措置の報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 防災本部等への災害発生報告 

  災害の報告は、消防組織法（昭和22年法律第226号）第40条に基づく火災・災害等即

報要領第２号様式（様式１）により判明次第逐次行い、その手続は次のとおりとす

る。 

①  即報基準に該当する火災・災害等が発生した場合は、当該火災・災害等が発生し

た地域の属する関係市は、火災・災害等に関する即報を防災本部を通じて行う。 

②  即報基準に該当する火災・災害等が発生した場合は、防災本部は、関係市からの

報告及び自ら収集した情報等を整理して、火災・災害等に関する即報を消防庁に対

して行う。 

③  直接即報基準（特に迅速に報告すべき基準）に該当する火災・災害等が発生した

場合は、関係市は、第一報を防災本部に加え、消防庁に対しても報告する。この場

合において、消防庁長官から要請があった場合は、関係市は第一報後の報告につい

ても、引き続き消防庁に対して行う。 

④  関係市は、報告すべき火災・災害等を覚知したときは、原則として覚知後30分以

内で可能な限り早く、分かる範囲でその第一報を報告し、以後、各即報様式に定め

る事項について、判明したもののうちから逐次報告する。防災本部は、関係市から

の報告を入手後速やかに消防庁に対して報告を行うとともに、関係市からの報告を

待たずに情報を入手したときは、直ちに消防庁に対して報告を行う。 

    

第３節 防災本部への災害・応急措置の報告 

第三管区海上保安本部（１１８番） 

横浜海上保安部 

川崎海上保安署 

 

 

 

 

 

神 奈 川 県 石 油 

コンビナート等防災本部 
経 済 産 業 省 

関東東北産業 

保 安 監 督 部 

総 務 省 消 防 庁 

特 定 事 業 所 

当事者又は発見者 

神奈川県警察本部（１１０番） 

（通信指令課→所轄警察署） 

横浜市消防局 

川崎市消防局 

（１１９番） 

関 係 市 

防 災 本 部 員 

事 務 局 

異常現象 

その他の災害 

第三管区海上保安本部（１１８番） 

横浜海上保安部 

川崎海上保安署 

 

 

 

 

 

神 奈 川 県 石 油 

コンビナート等防災本部 
経 済 産 業 省 

関東東北産業 

保 安 監 督 部 

総 務 省 消 防 庁 

特 定 事 業 所 

当事者又は発見者 

神奈川県警察本部（１１０番） 

（通信指令課→所轄警察署） 

横浜市消防局 

川崎市消防局 

（１１９番） 

関 係 市 

防 災 本 部 員 

事 務 局 

異常現象 

その他の災害 
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修正案 現 行 

 
  石災法第26条で定める災害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を実施する

責任を有する者（関係市長、第三管区海上保安本部長等）は同条の規定に基づき、現

在の体制及び実施した応急措置の概要等について、本部長の求めに応じ、防災本部に

報告し、本部長は防災関係機関内での情報共有を図る。 

 なお、現地本部が設置されたときは、現地本部に報告し、現地本部は防災本部に報告

する。 

  また、災害の当事者である特定事業所は、防災活動終了後2週間以内に「石油コンビ

ナート等災害防止法第26条に基づく災害・応急措置報告（様式２）」を用いて、災害

の状況及び実施した応急措置の概要について、防災本部に報告する。 
 

第４節 大規模地震発生時の施設被害状況の報告 
 

大規模地震災害発生時には「地震・津波発生時における石油コンビナート施設被害状

況等把握マニュアル」に基づき、施設被害の情報を共有する。 
 

様式１  

様式２ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  石災法第26条で定める災害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を実施する

責任を有するもの（関係市長、第三管区海上保安本部長等）は同条の規定に基づき、

現在の体制及び実施した応急措置の概要等について、本部長の求めに応じ、防災本部

に報告し、本部長は防災関係機関内での情報共有を図る。 

 なお、現地本部が設置されたときは、現地本部に報告し、現地本部は防災本部に報告

する。 

  また、災害の当事者である特定事業所は、防災活動終了後2週間以内に「石油コンビ

ナート等災害防止法第26条に基づく災害・応急措置報告（様式２）」を用いて、災害

の状況及び実施した応急措置の概要について、防災本部に報告する。 
 

第４節 大規模地震発生時の施設被害状況の報告 
 

大規模地震災害発生時には「地震・津波発生時における石油コンビナート施設被害状

況等把握マニュアル」に基づき、施設被害の情報を共有する。 
 

様式１  

様式２  
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修正案 現 行 

第３章 通 信 の 確 保 
 

第１節 通 信 手 段 の 確 保           

 

県及び関係市は、災害発生時において、災害情報の連絡通信を確保するために、各種

の情報通信手段の機能確認を行うとともに、障害が発生したときには、必要な要員を直

ちに現場に配置して、速やかな通信の復旧を図る。 

 また、通信手段の確保について必要な措置を総務省に要請する。 

 

１ 災害時の通信連絡 

○ 県、関係市及び防災関係機関が行う災害に関する情報の伝達若しくは、被害状況

の収集報告、その他応急対策に必要な指示、命令等は、原則として防災行政通信網

及び災害情報管理システムにより速やかに行う。 

○ 県は、災害時の県防災行政通信網の輻輳に対応するため、通信制限の措置を行う

等により通信の運用に支障のないよう努める。 

○ 加入電話を使用する場合には、回線の状況によりＮＴＴ東日本が指定した災害時

優先電話を利用する。 

    

○ ＮＴＴ東日本の措置 

   加入電話輻輳時の緊急通話の確保 

     災害が発生した場合、又は通信の著しい輻輳が発生した場合等においては、

通信不能地域をなくし、又は重要通信の確保を図るための措置を行う。 

 

２ 各種通信施設の利用 

  地震災害発生時においては、加入電話及び無線通信とも混乱することが予想される

ため、通信施設の管理者は、必要に応じ、適切な通信統制を実施し、その通信が円

滑、迅速に行われるよう努める。 

 

(1) 警察通信設備の優先利用 

県は、加入電話及び県防災行政通信網が使用不能になり、他に手段がないとき

は、災害対策基 本法第57条の規定に基づく「警察通信設備の優先利用等に関する

協定」により、警察通信設備を優先的に利用する。 

(2) 非常通信の利用 

 県、関係市及び防災関係機関は、加入電話及び防災行政通信網等が使用不能にな

ったときは、あらかじめ定める計画に基づき、関東地方非常通信協議会の構成員の

協力を得て、その所有する通信施設を利用する。 

第３章 通 信 の 確 保 
 

第１節 通 信 手 段 の 確 保           

 

県及び関係市は、災害発生時において、災害情報の連絡通信を確保するために、各種

の情報通信手段の機能確認を行うとともに、障害が発生したときには、必要な要員を直

ちに現場に配置して、速やかな通信の復旧を図る。 

 また、通信手段の確保について必要な措置を総務省に要請する。 

 

１ 災害時の通信連絡 

○  県、関係市及び防災関係機関が行う災害に関する情報の伝達若しくは、被害状況

の収集報告、 その他応急対策に必要な指示、命令等は、原則として防災行政通信網

及び災害情報管理システムにより速やかに行う。 

○ 県は、災害時の県防災行政通信網の輻輳に対応するため、通信制限の措置を行う

等により通信の運用に支障のないよう努める。 

○ 加入電話を使用する場合には、回線の状況によりＮＴＴ東日本が指定した災害時

優先電話を利用する。 

    

○ ＮＴＴ東日本の措置 

   加入電話輻輳時の緊急通話の確保 

     災害が発生した場合、又は通信の著しい輻輳が発生した場合等においては、

通信不能地域をなくし、又は重要通信の確保を図るための措置を行う。 

 

２ 各種通信施設の利用 

  地震災害発生時においては、加入電話及び無線通信とも混乱することが予想される

ため、通信施設の管理者は、必要に応じ、適切な通信統制を実施し、その通信が円

滑、迅速に行われるよう努める。 

 

(1) 警察通信設備の優先利用 

県は、加入電話及び県防災行政通信網が使用不能になり、他に手段がないとき

は、災害対策基 本法第57条の規定に基づく「警察通信設備の優先利用等に関する

協定」により、警察通信設備を優先的に利用する。 

(2) 非常通信の利用 

 県、関係市及び防災関係機関は、加入電話及び防災行政通信網等が使用不能にな

ったときは、あらかじめ定める計画に基づき、関東地方非常通信協議会の構成員の

協力を得て、その所有する通信施設を利用する。 



 第５編 災害応急対策計画 

 

修正案 現 行 

(3) 通信施設所有者等の相互協力 

 通信施設の所有者又は管理者は、災害応急対策を円滑迅速に実施するため、相互

の連携を密にし、被害を受けた通信施設が行う通信業務の代行等の相互協力を行

う。 

(4) 放送機関への放送要請 

県は、加入電話及び防災通信網が使用不能になったときは、災害対策基本法第57

条の規定に基づく「災害時における放送要請に関する協定」により、放送機関に対

し、連絡のための放送を要請する。 

(5) 自衛隊への要請 

県は、十分な通信手段の確保が困難になったときは、通信確保の措置を自衛隊に

要請する。 

 

第２節 県石油コンビナート等防災相互無線等の運用 
 

 特別防災区域に係る災害発生時における防災関係機関等の相互通信連絡手段の確保を

図るため、県及び関係市並びに共同防災組織等及び特定事業所に整備した県石油コンビ

ナート等防災相互無線や、県、共同防災組織及び特定事業所に整備した「ファクシミリ

一斉同報システム」を有効に活用する。 

 

第３節 県防災行政通信網の運用 

 

県防災行政通信網の運用は、「神奈川県防災行政通信網の運用及び管理に関する要

綱」や「神奈川県防災行政通信網の運用及び管理に関する要領」により行い、通信の種

類と手段は次のとおりである。 

 

１ 通信の種類 

(1) 緊急通信 地震その他緊急の事態が発生したとき、又は発生のおそれがあるとき

に行う緊急を要する通信 

(2) 一般通信 緊急通信以外の通信 

(3) 一斉通信 複数の通信局に対して同時に一方的に行う通信 

(4) 個別通信 個別の通信局間で行う通信 

 

２ 通信の手段 

  通信は、音声又はファクシミリにより行う。 

 

 

(3) 通信施設所有者等の相互協力 

 通信施設の所有者又は管理者は、災害応急対策を円滑迅速に実施するため、相互

の連携を密にし、被害を受けた通信施設が行う通信業務の代行等の相互協力を行

う。 

(4) 放送機関への放送要請 

県は、加入電話及び防災通信網が使用不能になったときは、災害対策基本法第57

条の規定に基づく「災害時における放送要請に関する協定」により、放送機関に対

し、連絡のための放送を要請する。 

(5) 自衛隊への要請 

県は、十分な通信手段の確保が困難になったときは、通信確保の措置を自衛隊に

要請する。 

 

第２節 県石油コンビナート等防災相互無線等の運用 
 

 特別防災区域に係る災害発生時における防災関係機関等の相互通信連絡手段の確保を

図るため、県及び関係市並びに共同防災組織等及び特定事業所に整備した県石油コンビ

ナート等防災相互無線や、県、共同防災組織及び特定事業所に整備した「ファクシミリ

一斉同報システム」を有効に活用する。 

 

第３節 県防災行政通信網の運用 

 

県防災行政通信網の運用は、「神奈川県防災行政通信網の運用及び管理に関する要

綱」や「神奈川県防災行政通信網の運用及び管理に関する要領」により行い、通信の種

類と手段は次のとおりである。 

 

１ 通信の種類 

(1) 緊急通信 地震その他緊急の事態が発生したとき、又は発生のおそれがあるとき

に行う緊急を要する通信 

(2) 一般通信 緊急通信以外の通信 

(3) 一斉通信 複数の通信局に対して同時に一方的に行う通信 

(4) 個別通信 個別の通信局間で行う通信 

 

２ 通信の手段 

  通信は、音声又はファクシミリにより行う。 
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修正案 現 行 

第４章 災害の防ぎょ活動 
 

 特別防災区域における危険物施設、高圧ガス施設及びその他の施設において、火災、

爆発、漏洩等の災害が発生した場合は、特定事業所等が行う防ぎょ活動により地域住民

等の安全を確保するとともに、消防機関、海上保安本部が効果的な防ぎょ活動を実施す

る。 

 

第１節 特定事業所等における防ぎょ活動 
 

 特定事業所等は、災害の発生と拡大の防止活動を迅速かつ効果的に実施するため、施

設の災害態様に対応した防ぎょ活動を自らの安全を確保しつつ実施する。 

 

１ 緊急措置 

特定事業所等は、災害の拡大及び二次的災害の発生を防止するため、災害態様に応

じた装置の運転停止や危険物、ガス等の供給停止等緊急措置を行う。 

 

２ 警戒措置 

(1)  特定事業所等 

   特定事業所等は、地震の発生又は地域内で災害が発生した場合、災害を防止する

ため、保有施設に応じた施設の巡回点検、危険物等の移動・抜き取り等警戒措置を

行う。ただし、津波警報発表時等、津波による浸水のおそれがある場合は、従業員

等の避難を最優先させるとともに、各特定事業所があらかじめ定める対応方法に従

い行動する。 

(2) 自衛防災組織等 

 特定事業所の自衛防災組織及び共同防災組織並びに広域共同防災組織は、津波警

報 発表時等、津波による浸水のおそれがある場合は、現に災害が発生している場

合を除き、安全を確保しつつ可能な限り、防災資機材が津波により浸水、流出等し

ないよう適切な措置を講ずる。 

 

３ 防災資機材の輸送 

  広域共同防災組織は、その構成事業所から大容量泡放水砲等の出動の要請を受けた

ときは、大容量泡放射システムの輸送車両に関する協定書に基づき、直ちに大容量泡

放水砲等の輸送に必要な車両を調達し、あらかじめ定める輸送ルートにより安全かつ

確実な輸送を行う。 

 

４ 災害の防ぎょ活動 

第４章 災害の防ぎょ活動 
 

 特別防災区域における危険物施設、高圧ガス施設及びその他の施設において、火災、

爆発、漏洩等の災害が発生した場合は、特定事業所等が行う防ぎょ活動により地域住民

等の安全を確保するとともに、消防機関、海上保安本部が効果的な防ぎょ活動を実施す

る。 

 

第１節 特定事業所等における防ぎょ活動 
 

 特定事業所等は、災害の発生と拡大の防止活動を迅速かつ効果的に実施するため、施

設の災害態様に対応した防ぎょ活動を自らの安全を確保しつつ実施する。 

 

１ 緊急措置 

特定事業所等は、災害の拡大及び二次的災害の発生を防止するため、災害態様に応

じた装置の運転停止や危険物、ガス等の供給停止等緊急措置を行う。 

 

２ 警戒措置 

 (1)  特定事業所等 

   特定事業所等は、地震の発生又は地域内で災害が発生した場合、災害を防止する

ため、保有施設に応じた施設の巡回点検、危険物等の移動・抜き取り等警戒措置を

行う。ただし、津波警報発表時等、津波による浸水のおそれがある場合は、従業員

等の避難を最優先させるとともに、各特定事業所があらかじめ定める対応方法に従

い行動する。 

(2) 自衛防災組織等 

 特定事業所の自衛防災組織及び共同防災組織並びに広域共同防災組織は、津波警

報発表時等、津波による浸水のおそれがある場合は、現に災害が発生している場合

を除き、安全を確保しつつ可能な限り、防災資機材が津波により浸水、流出等しな

いよう適切な措置を講ずる。 

 

３ 防災資機材の輸送 

  広域共同防災組織は、その構成事業所から大容量泡放水砲等の出動の要請を受けた

ときは、大容量泡放射システムの輸送車両に関する協定書に基づき、直ちに大容量泡

放水砲等の輸送に必要な車両を調達し、あらかじめ定める輸送ルートにより安全かつ

確実な輸送を行う。 

 

４ 災害の防ぎょ活動 
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修正案 現 行 

  特定事業所等は、災害の鎮圧を図るために、防災資機材等を活用して災害防ぎょ活

動を行う。 

  また、自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織は、防災管理者の指揮の

もと、公設消防隊の統制下に入り、共同して災害の鎮圧に全力をあげる。 

 

５ 災害の拡大防止措置 

 特定事業所等は、災害の拡大防止を図るため、災害の態様に応じた防止措置を行

う。 

 

６ 災害防ぎょ活動への協力 

  特定事業所等は、自らの事業所の安全確保を前提に、防災関係機関及び災害発生事

業所等の行う防ぎょ活動に積極的に協力するとともに、事業所施設である広場等を避

難場所等として開放するなど、地域の一員としての災害防ぎょ活動に努める。 

 

第２節 消防機関等における防ぎょ活動 
 

 関係市の消防機関は、特別防災区域内における災害防ぎょ活動を次のとおり実施す

る。 

 

１ 災害防ぎょ活動の原則 

 (1)  現場指揮本部の設置 

   消防機関は現場指揮本部を設置し、消火活動の基本方針を早期に決定し、現場指

揮本部長の命により統一性のある行動をとる。現場指揮本部の位置は、現場と連携

を保ち指揮連絡、情報収集に最も便利な位置とする。 

 (2) 火災警戒区域等の設定 

   災害防ぎょ活動の適正化と住民に対する避難措置等を適切に実施するため、現場

の災害態様に応じて火災警戒区域又は、消防警戒区域を設定して住民の安全確保と

災害の早期鎮圧を図る。 

 (3) 現場広報及び避難指示 

    現場指揮本部は必要事項を的確に指示し、住民等に対して適正な現場広報を実施

する。 

    災害規模が拡大し、現場にいる消防長又は消防署長が付近住民を避難させる必要

があると認めたときは、速やかに避難の勧告並びに適切な誘導を実施する。 

 

２ 扇島に関する消防業務 

  横浜・川崎両市域に係る扇島区域内における消防業務の執行に当たっては、横浜市

  特定事業所等は、災害の鎮圧を図るために、防災資機材等を活用して災害防ぎょ活

動を行う。 

  また、自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織は、防災管理者の指揮の

もと、公設消防隊の統制下に入り、共同して災害の鎮圧に全力をあげる。 

 

５ 災害の拡大防止措置 

 特定事業所等は、災害の拡大防止を図るため、災害の態様に応じた防止措置を行 

う。 

 

６ 災害防ぎょ活動への協力 

  特定事業所等は、自らの事業所の安全確保を前提に、防災関係機関及び災害発生事

業所等の行う防ぎょ活動に積極的に協力するとともに、事業所施設である広場等を避

難場所等として開放するなど、地域の一員としての災害防ぎょ活動に努める。 

 

第２節 消防機関等における防ぎょ活動 
 

 関係市の消防機関は、特別防災区域内における災害防ぎょ活動を次のとおり実施す

る。 

 

１ 災害防ぎょ活動の原則 

 (1)  現場指揮本部の設置 

   消防機関は現場指揮本部を設置し、消火活動の基本方針を早期に決定し、現場指

揮本部長の命により統一性のある行動をとる。現場指揮本部の位置は、現場と連携

を保ち指揮連絡、情報収集に最も便利な位置とする。 

 (2) 火災警戒区域等の設定 

   災害防ぎょ活動の適正化と住民に対する避難措置等を適切に実施するため、現場

の災害態様に 応じて火災警戒区域又は、消防警戒区域を設定して住民の安全確保と

災害の早期鎮圧を図る。 

 (3) 現場広報及び避難指示 

 現場指揮本部は必要事項を的確に指示し、住民等に対して適正な現場広報を実施す

る。 

 災害規模が拡大し、現場にいる消防長又は消防署長が付近住民を避難させる必要

があると認めたときは、速やかに避難の勧告並びに適切な誘導を実施する。 

 

２ 扇島に関する消防業務 

  横浜・川崎両市域に係る扇島区域内における消防業務の執行に当たっては、横浜市
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修正案 現 行 

消防長と川崎市消防長との間で締結した「扇島に関する消防業務協約」に基づいて行

う。 

 

３ 応援要請（協力） 

  消防機関は、災害が拡大し、又は拡大するおそれがある場合、必要に応じ、「第11

章応援要請第２節その他の機関に対する応援要請」に定めるところにより海上保安部

（署）、防災関係機関に応援を要請し、相互に連携して災害応急活動を実施する。 

 

４ 防災資機材等の活用 

  関係市（消防機関）は、必要に応じて、県が備蓄する防災資機材等を活用し、災害

応急活動を実施する。 

 

５ 各消防機関の出動及び資機材輸送対策 

 (1) 横浜市消防局 

  ア 出場基準 

    「消防隊等災害出場計画（石油コンビナート災害出場計画）」に基づき、出場

させる。 

  イ 資機材等の緊急輸送対策 

   (ｱ) 消火薬剤の搬送 

     ○ 消火薬剤の搬送は「消防隊等災害出場計画（石油コンビナート出場計

画）」に基づく原液搬送隊及びその他の搬送隊により行う。   

         ○ 消火薬剤は消火薬剤備蓄タンク（12,000㍑）３基（大黒町、磯子、ヘリポ

ート） から計33,900㍑を原液搬送車で搬送するほか、出場化学車等の積載消

火薬剤を活用する。 
   (ｲ) 油処理剤の搬送 

        流出油等の処理剤は各署所へ分散備蓄しており、災害の規模に応じ、消防隊

が積載搬送を行う。 

     (ｳ) オイルフェンスの搬送 

     鶴見水上消防隊（よこはま、まもり）が積載し出場する。 

(2) 川崎市消防局 

  ア 出場計画 

    特別防災区域の危険物火災に対処するため、大型化学車、大型高所放水車、原

液搬送車及び水源車を中心とした消防隊等の運用を特別に編成する。「石油コン

ビナート等特別防災区域火災出場区分」に基づき、第１出動11隊が出場し、規模

に応じて特別第１号５隊、特別第２号７隊及び特別第３号６隊が引き続き出場す

る（緊急配備消防隊等を除く）。 

消防長と川崎市消防長との間で締結した「扇島に関する消防業務協約」に基づいて行

う。 

 

３ 応援要請（協力） 

  消防機関は、災害が拡大し、又は拡大するおそれがある場合、必要に応じ、「第11

章応援要請第２節その他の機関に対する応援要請」に定めるところにより海上保安部

（署）、防災関係機関に応援を要請し、相互に連携して災害応急活動を実施する。 

 

４ 防災資機材等の活用 

  関係市（消防機関）は、必要に応じて、県が備蓄する防災資機材等を活用し、災害

応急活動を実施する。 

 

５ 各消防機関の出動及び資機材輸送対策 

 (1) 横浜市消防局 

  ア 出場基準 

    「消防隊等災害出場計画（石油コンビナート災害出場計画）」に基づき、出場

させる。 

  イ 資機材等の緊急輸送対策 

   (ｱ) 消火薬剤の搬送 

     ○ 消火薬剤の搬送は「消防隊等災害出場計画（石油コンビナート出場計

画）」に基づく原液搬送隊及びその他の搬送隊により行う。   

        ○ 消火薬剤は消火薬剤備蓄タンク（12,000㍑）５基（入船、大黒町、西、磯

子、ヘリポート） から計60,000㍑を原液搬送車で搬送するほか、出場化学車

等の積載消火薬剤を活用する。 
   (ｲ) 油処理剤の搬送 

        流出油等の処理剤は各署所へ分散備蓄しており、災害の規模に応じ、消防隊

が積載搬送を行う。 

     (ｳ) オイルフェンスの搬送 

     鶴見水上消防隊（よこはま、まもり）が積載し出場する。 

(2) 川崎市消防局 

  ア 出場計画 

    特別防災区域の危険物火災に対処するため、大型化学車、大型高所放水車、原

液搬送車及び水源車を中心とした消防隊等の運用を特別に編成する。「石油コン

ビナート等特別防災区域火災出場区分」に基づき、第１出動11隊が出場し、規模

に応じて特別第１号５隊、特別第２号７隊及び特別第３号６隊が引き続き出場す

る（緊急配備消防隊等を除く）。 
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修正案 現 行 

   イ 資機材等の緊急輸送計画 

    (ｱ) 消火薬剤の輸送計画 

     a 使用順位 

     (a) 川崎市消防局が保有するもの（神奈川県からの委託管理を含む）。 

     (b) 災害発生事業所が保有するもの 

     (c) 災害発生事業所が加盟する共同防災組織が保有するもの 

     (d) 隣接の共同防災組織が保有するもの 

     (e) 川崎市と需給契約を締結している備蓄業者から緊急調達するもの 

     b 消火薬剤の輸送方法 
      ○ 川崎市消防局保有のものは、「川崎市消防局警防規程」に定める車両及び

緊急輸送契約業者により輸送する。 

        ○ 川崎市消防局保有以外のものは、現地本部長又は消防局長の特命により、

保有事業所、共同防災組織、需給契約業者及び輸送契約業者と協議のうえ輸

送する。 

        ○ 輸送にあたっては、緊急車による誘導又は警察機関に協力を要請して輸送の

迅速化を図る。 

        ○ 消火薬剤の受領場所は、火災現場付近で消防隊等の供給に便利な場所とす

る。 

     (ｲ) その他の輸送計画 

     食糧、車両燃料及び消防用資機材は、輸送車、消防車両及び借上車両を十分に

活用して災害現場に緊急輸送する。 

 

第３節 第三管区海上保安本部における防ぎょ活動 
 

１ 初動措置 

 ○ 災害発生の通報を受けたときは、直ちに巡視船艇、航空機を現場に急行させ、状

況の把握に努める。 

 ○ 災害の態様を災害発生時の通報系統により、防災関係機関に通報する。 

 ○ 大規模排出油等の場合は、防除措置義務者を指導するとともに、その措置のみに

よっては海洋の汚染を防止することが困難であると認められる場合、巡視船艇等に

より防除措置を講ずる。また火災の場合は、消防船艇を急行させる。 

○ 必要に応じ職員の非常呼集を行い、職員、船艇、航空機の非常体制の早期確立を

図る。 

 

２ 防災体制 

○  防災活動を一元的に実施するため、火災及び排出油等の規模、態様に応じ、第三

   イ 資機材等の緊急輸送計画 

    (ｱ) 消火薬剤の輸送計画 

     a 使用順位 

     (a) 川崎市消防局が保有するもの（神奈川県からの委託管理を含む） 

      (b) 災害発生事業所が保有するもの 

      (c) 災害発生事業所が加盟する共同防災組織が保有するもの 

      (d) 隣接の共同防災組織が保有するもの 

      (e) 川崎市と需給契約を締結している備蓄業者から緊急調達するもの      
   b 消火薬剤の輸送方法 

      ○ 川崎市消防局保有のものは、「川崎市消防局警防規程」に定める車両及び

緊急輸送契約業者により輸送する。 

        ○ 川崎市消防局保有以外のものは、現地本部長又は消防局長の特命により、

保有事業所、共同防災組織、需給契約業者及び輸送契約業者と協議のうえ輸

送す。 

        ○ 輸送にあたっては、緊急車による誘導又は警察機関に協力を要請して輸送の

迅速化を図る。 

        ○ 消火薬剤の受領場所は、火災現場付近で消防隊等の供給に便利な場所とす

る。 

     (ｲ) その他の輸送計画 

      食糧、車両燃料及び消防用資機材は、輸送車、消防車両及び借上車両を十分に 

       活用して災害現場に緊急輸送する。 

 

第３節 第三管区海上保安本部における防ぎょ活動 
 

１ 初動措置 

 ○ 災害発生の通報を受けたときは、直ちに巡視船艇、航空機を現場に急行させ、状

況の把握に努める。 

 ○ 災害の態様を災害発生時の通報系統により、防災関係機関に通報する。 

 ○ 大規模排出油等の場合は、防除措置義務者を指導するとともに、その措置のみに

よっては海洋の汚染を防止することが困難であると認められる場合、巡視船艇等に

より防除措置を講ずる。また火災の場合は、消防船艇を急行させる。 

○ 必要に応じ職員の非常呼集を行い、職員、船艇、航空機の非常体制の早期確立を

図る。 

 

２ 防災体制 

○  防災活動を一元的に実施するため、火災及び排出油等の規模、態様に応じ、第三
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修正案 現 行 

管区海上保安本部（以下「三管本部」という。）に対策本部を設置する。 

○ 東京湾内各海上保安部署に所属する巡視船艇等の出動を指令する。 

○ 大規模排出油等の場合は、防除措置義務者を指導するとともに、その措置のみに

よっては海洋の汚染を防止することが困難であると認められる場合、必要に応じ指

定海上防災機関に防除措置の実施を指示する。 

  ○ 大規模排出油等の場合は、管内協議会会員が行う防除活動の連携についての総合

調整を行うため、同協議会総合調整本部を設置する。 

  ○ 海上火災の場合は、海上災害の拡大防止のため必要があると認めるとき、船舶所

有者等の原因者に対し必要な措置を講ずべきことを命ずる。 

 

３ 防ぎょ措置 

 (1) 火災  

    ○ 海上における消防船艇により消火、延焼防止を行う。 

    さらに可能な場合は、必要に応じ、県及び関係市からの要請に基づき、地方公

共団体の活動を支援するものとする。 

  ○ 火災の規模により指定海上防災機関の消防船及び事業所が保有する消防能力を

有する船艇と協力し、消火に当たる。 

 (2) 排出油等 

  ○ 通報を受けた場合は、防除措置義務者が行う措置のみによっては海洋の汚染を

防止することが困難であると認められる場合、必要に応じオイルフェンスを展張

して排出油等の拡散を防止する。 

  ○ 共同防災組織に対し緊急に所定の場所にオイルフェンスを展張するよう指導す

る。 

  ○ 防除措置義務者が行う措置のみによっては海洋の汚染を防止することが困難で

あると認められる場合、必要に応じ排出油等の海上における回収等の措置を行

う。 

 

４ 二次災害防止措置  

○  巡視艇により周辺海域を警戒し、状況に応じ周辺海域の船舶を退去させ、又は周

辺海域への船舶の進入を禁止する等周辺海域航行船舶等の安全措置を行う。 

○ 危険物の流出により、海上火災の発生するおそれがあるときは、当該海域におい

て、火気の使用を制限し、若しくは禁止する。  

○ 船舶の海上火災の場合、周辺海域において災害の危険が生じ、又は生じるおそれ

があると認められるときは、当該船舶の所有者に対し安全な海域にその船舶の曳航

を指示する。 

○ 巡視艇によりガス検知を行い、ガスの拡散と危険範囲の状態を把握し、作業船及

管区海上保安本部（以下「三管本部」という。）に対策本部を設置する。 

○ 東京湾内各海上保安部署に所属する巡視船艇等の出動を指令する。 

○ 大規模排出油等の場合は、防除措置義務者を指導するとともに、その措置のみに

よっては海洋の汚染を防止することが困難であると認められる場合、必要に応じ指

定海上防災機関に防除措置の実施を指示する。 

○ 大規模排出油等の場合は、管内協議会会員が行う防除活動の連携についての総合

調整を行うため、同協議会総合調整本部を設置する。 

○ 海上火災の場合は、海上災害の拡大防止のため必要があると認めるとき、船舶所    

有者等の原因者に対し必要な措置を講ずべきことを命ずる。 

 

３ 防ぎょ措置 

(1) 火災  

    ○ 海上における消防船艇により消火、延焼防止を行う。 

    さらに可能な場合は、必要に応じ、県及び関係市からの要請に基づき、地方公  

      共団体の活動を支援するものとする。 

  ○ 火災の規模により指定海上防災機関の消防船及び事業所が保有する消防能力を   

      有する船艇と協力し、消火に当たる。 

 (2) 排出油等 

  ○ 通報を受けた場合は、防除措置義務者が行う措置のみによっては海洋の汚染を 

      防止することが困難であると認められる場合、必要に応じオイルフェンスを展張 

      して排出油等の拡散を防止する。 

    ○ 共同防災組織に対し緊急に所定の場所にオイルフェンスを展張するよう指導す      

      る。 

    ○ 防除措置義務者が行う措置のみによっては海洋の汚染を防止することが困難で 

      あると認められる場合、必要に応じ排出油等の海上における回収等の措置を行   

      う。 

 

４ 二次災害防止措置  

○  巡視艇により周辺海域を警戒し、状況に応じ周辺海域の船舶を退去させ、又は周

辺海域への船舶の進入を禁止する等周辺海域航行船舶等の安全措置を行う。 

○ 危険物の流出により、海上火災の発生するおそれがあるときは、当該海域におい

て、火気の使用を制限し、若しくは禁止する。  

○ 船舶の海上火災の場合、周辺海域において災害の危険が生じ、又は生じるおそれ

があると認められるときは、当該船舶の所有者に対し安全な海域にその船舶の曳航

を指示する。 

○ 巡視艇によりガス検知を行い、ガスの拡散と危険範囲の状態を把握し、作業船及
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修正案 現 行 

び周辺航行船舶に周知する。 

○ ガス検知により、火災、爆発及びガス中毒の危険が沿岸住民等に及ぶおそれがあ

ると判断される場合は、消防、警察等に通報する。 

○ 排出油等防除のため油処理剤を使用する場合は、薬剤の適切な使用方法及び水資

源等に影響を与えることのないよう指導する。                   

  なお、海上災害発生時の海上保安部における通報系統は次のとおりである。      
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源等に影響を与えることのないよう指導する。                   
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第４節 京浜臨海地区海域における排出油防除活動 
 

  防災関係機関、特定事業所は、京浜臨海地区の海域に大量の油流出事故が発生した場

合、状況に応じて各運河等をオイルフェンスで遮断し、災害の拡大を防止するとともに

流出油の除去を実施する。 

第４節 京浜臨海地区海域における排出油防除活動 
 

  防災関係機関、特定事業所は、京浜臨海地区の海域に大量の油流出事故が発生した場

合、状況に応じて各運河等をオイルフェンスで遮断し、災害の拡大を防止するとともに

流出油の除去を実施する。 
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修正案 現行 

第５章 災 害 広 報 
 

  災害発生時には、特別防災区域及びその周辺地域をはじめとした県民等に対して、

正確な情報を迅速に提供することにより、混乱の防止を図り、適切な判断による行動が

できるようにする必要がある。 

 県、関係市等の防災関係機関は、速やかに広報部門を設置し、連携して適切かつ迅速

な広報活動を行う。 

 

第１節 県及び関係市等の防災関係機関の広報 
 

１ 県の広報 

 (1) 広報の内容 

    防災本部は、流言飛語による社会混乱の防止のため、次の事項について積極的に 

広報する。 

    ア 災害の状況に関すること 

   イ 関係市長が実施した避難に関すること 

    ウ 応急対策活動の状況に関すること 

    エ 流言飛語の防止に関すること 

   オ その他県民生活に必要なこと（二次災害防止情報を含む） 

 (2) 広報の方法 

   防災本部は、次により広報活動を行う。 

    ア 放送機関への要請 

 「災害時における放送要請に関する協定」に基づき、日本放送協会横浜放送

局、㈱アール・エフ・ラジオ日本、㈱テレビ神奈川、横浜エフエム放送㈱に対

して、広報を要請する。 

 また、県民への防災本部設置の伝達、混乱防止のために、知事談話の放送を

要請する。 

     要請の窓口 

        放送機関名  県庁内線     加入電話及び担当窓口 
日本放送協会横浜放送局  ８５７３  211-0737  放送部 

㈱アール・エフ・ラジオ日本  ８５７４  231-1531   総務部 

㈱テレビ神奈川  ８５７５  681-7242  報道部 

横浜エフエム放送㈱     －  223-2585  ニュース室 
   223-2562  マスター（夜間） 

  イ 報道機関への要請                                                                  

第５章 災 害 広 報 
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 県、関係市等の防災関係機関は、速やかに広報部門を設置し、連携して適切かつ迅速

な広報活動を行う。 
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 (1) 広報の内容 
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        「災害時における報道協力に関する協定」に基づき、テレビ局、ラジオ局、新 

聞社に広報を要請する。                                                                           

・協定締結先一覧（各横浜支（総）局・支局） 

  日本テレビ放送網㈱、㈱東京放送、㈱フジテレビ、㈱テレビ朝日、㈱テレビ

東京、㈱ニッポン放送、朝日新聞社㈱、㈱毎日新聞社、㈱読売新聞社、㈱産業

経済新聞社、㈱東京新聞社、㈱日本経済新聞社、㈱日刊工業新聞社、㈱日本工

業新聞社、(社)共同通信社、㈱時事通信社 

 

ウ  一般広報 

 (ｱ) 記者発表、県の災害情報ホームページによる広報 

 (ｲ）市等の広報媒体を活用した広報 

 (ｳ) 県広報車（放送設備のある車両）による広報 

 (ｴ) 必要に応じたヘリコプターによる広報 

 (ｵ) 県提供のテレビ、ラジオの広報番組を活用した広報 

 (ｶ) 新聞紙面購入による広報 

 (ｷ) ファクシミリ、上記以外のインターネット等による広報 

 
２ 関係市の広報 

関係市は、所管区域内の防災関係機関と調整を図り、同報無線や広報車、協定を締結す

るケーブルテレビやコミュニティＦＭ放送局、自主防災組織との連携等により、住民等

に対して次の事項等について広報する。 

(1) 災害の状況に関すること 

(2) 避難に関すること 

(3) 応急対策の活動状況に関すること 

(4) その他住民生活に必要なこと 

 

第２節 上記以外の防災関係機関の広報 
 

 上記以外の防災関係機関は、それぞれが定めた災害時の広報計画に基づき、住民や利

用者に対して、交通に関する情報やライフラインに関する情報、生活関連情報等をそれ

ぞれの機関が所管する業務に応じた広報を実施するとともに、特に必要があるときは、

県、関係市及び報道機関に広報を要請する。 

 

第３節 特定事業所の広報 
 

        「災害時における報道協力に関する協定」に基づき、テレビ局、ラジオ局、新 

聞社に広報を要請する。                                                                           

・協定締結先一覧（各横浜支（総）局・支局） 

  日本テレビ放送網㈱、㈱東京放送、㈱フジテレビ、㈱テレビ朝日、㈱テレビ

東京、㈱ニッポン放送、朝日新聞社㈱、㈱毎日新聞社、㈱読売新聞社、㈱産業

経済新聞社、㈱東京新聞社、㈱日本経済新聞社、㈱日刊工業新聞社、㈱日本工

業新聞社、(社)共同通信社、㈱時事通信社 

 

ウ  一般広報 

 (ｱ) 記者発表、県の災害情報ホームページによる広報 

 (ｲ）市等の広報媒体を活用した広報 

 (ｳ) 県広報車（放送設備のある車両）による広報 

 (ｴ) 必要に応じたヘリコプターによる広報 

 (ｵ) 県提供のテレビ、ラジオの広報番組を活用した広報 

 (ｶ) 新聞紙面購入による広報 

 (ｷ) ファクシミリ、上記以外のインターネット等による広報 

 
２ 関係市の広報 

関係市は、所管区域内の防災関係機関と調整を図り、同報無線や広報車、協定を締結す

るケーブルテレビやコミュニティＦＭ放送局、自主防災組織との連携等により、住民等

に対して次の事項等について広報する。 

(1) 災害の状況に関すること 

(2) 避難に関すること 

(3) 応急対策の活動状況に関すること 

(4) その他住民生活に必要なこと 

 

第２節 上記以外の防災関係機関の広報 
 

 上記以外の防災関係機関は、それぞれが定めた災害時の広報計画に基づき、住民や利

用者に対して、交通に関する情報やライフラインに関する情報、生活関連情報等をそれ

ぞれの機関が所管する業務に応じた広報を実施するとともに、特に必要があるときは、

県、関係市及び報道機関に広報を要請する。 

 

第３節 特定事業所の広報 
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 特定事業所は、防災関係機関と協力して、近隣住民に対してあらかじめ定める緊急連

絡網や広報車等により災害の状況等必要な広報活動を行う。 
 また、発災時においては被害状況を把握・整理し、従業員、来所者及び防災関係機関
に対して迅速に広報を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 特定事業所は、防災関係機関と協力して、近隣住民に対してあらかじめ定める緊急連

絡網や広報車等により災害の状況等必要な広報活動を行う。 

 また、発災時においては被害状況を把握・整理し、従業員、来所者及び防災関係機関

に対して迅速に広報を行う。 
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第６章 避 難 対 策 
  

 特別防災区域に係る災害から地域住民の生命の安全を確保するため、次により避難活

動を実施する。 

  

第１節 避難の指示 
 

 災害が発生し、又は発生するおそれがあり、そのため人命の保護その他災害の防止等

を図るため特に必要があると認められるときは、関係市長等は危険地域の住民等に対

し、次に掲げる者が避難実施のための必要な指示を行う。 

 なお、関係市長等避難の指示を実施する者は、原則として次の内容を明示して行う。      

 ○ 避難を要する理由 

 ○ 避難指示の対象地域 

 ○ 避難先とその場所 

 ○ 避難経路 

 ○ 注意事項 

 

 

１ 関係市長の措置 

  関係市長は、管轄区域内において危険が切迫し、必要があると認めるときは、その

地域の居住者等に対し立ち退きの指示を行う。この場合、必要に応じ、避難すべき場所

を指示する。これらの措置をとったときは、その旨を知事に報告する。 

    なお、人命の保護又は危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、警戒

区域を設定し応急対策に従事する者以外に対して、当該区域への立入りを制限し、若し

くは禁止し、又は当該区域からの退去を命じる。 

 

２ 警察官等の措置 

 警察官又は海上保安官は、災害現場において関係市長が避難のため立ち退きを指示

することができないと認められる事態（連絡等のいとまがなくこれを行わなければ時

機を失するような場合）、又は関係市長から要求のあったときは、必要に応じ、立ち

退きの指示及び警戒区域の設定をする。この場合その旨を関係市長に速やかに通知す

る。 

    なお、警察官は、人命若しくは身体に危険を及ぼすおそれがある場合、その場に居

合わせた者に対して、必要に応じ、避難の措置を講ずることができる。この場合、そ

の旨を県公安委員会に報告する。 

 

第６章 避 難 対 策 
  

 特別防災区域に係る災害から地域住民の生命の安全を確保するため、次により避難活

動を実施する。 

  

第１節 避難の勧告又は指示 
 

 災害が発生し、又は発生するおそれがあり、そのため人命の保護その他災害の防止等

を図るため特に必要があると認められるときは、関係市長等は危険地域の住民等に対

し、次に掲げる者が避難実施のための必要な勧告又は指示を行う。 

 なお、市長村長等避難の勧告、指示を実施する者は、原則として次の内容を明示して

行う。 

  ○ 避難を要する理由 

 ○ 避難勧告、指示等の対象地域 

 ○ 避難先とその場所 

 ○ 避難経路 

 ○ 注意事項 

 

１ 関係市長の措置 

  関係市長は、管轄区域内において危険が切迫し、必要があると認めるときは、その

地域の居住者等に対し立ち退きの指示又は勧告を行う。この場合、必要に応じ、避難す

べき場所を指示する。これらの措置をとったときは、その旨を知事に報告する。 

    なお、人命の保護又は危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、警戒

区域を設定し応急対策に従事する者以外に対して、当該区域への立入りを制限し、若し

くは禁止し、又は当該区域からの退去を命じる。 

 

２ 警察官等の措置 

 警察官又は海上保安官は、災害現場において関係市長が避難のため立ち退きを指示

することができないと認められる事態（連絡等のいとまがなくこれを行わなければ時

機を失するような場合）、又は関係市長から要求のあったときは、必要に応じ、立ち

退きの指示及び警戒区域の設定をする。この場合その旨を関係市長に速やかに通知す

る。 

    なお、警察官は、人命若しくは身体に危険を及ぼすおそれがある場合、その場に居

合わせた者に対して、必要に応じ、避難の措置を講ずることができる。この場合、そ

の旨を県公安委員会に報告する。 
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３ 自衛官の措置 

 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で、

警察官がその場にいない場合に限り、避難等の措置を講じる。 

  また、関係市長（若しくはその委任を受けた吏員）又は関係市長からの要求により、

関係市長の職権を行うことのできる警察官、海上保安官がいない場合に限り、必要に応

じ、警戒区域を設定する。これらの避難措置をとったときは、直ちに、その旨を関係市

長に通知する。 
 
４ 知事の措置 

 知事は、関係市が事務の全部又は大部分の事務を行うことができなくなったとき

は、避難準備情報の発表、避難の指示、警戒区域の設定を市長に代わって行う。 
 

第２節 関係市の避難対策 
 

 関係市は次のとおり避難対策を実施する。特に、京浜臨海地区においては不特定多数

の住民が利用する施設が立地していることから、今後はこれらの施設の利用者も含めた

避難対策のより一層の強化を図る。 

 

１ 横浜市の避難対策 

(1) 避難の措置 

   区長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、防災関係機関の協力の  

  もとに避難の指示を行う。                        

   なお、複数の区にまたがるような広域的な避難を行う必要があるときは、市長名 

  で行う。 

(2) 避難の方法 

   市長又は区長は、災害状況を総合的に判断して、危険地域内の住民等を避難させ   

    る必要があると認めたときは、防災関係機関の協力のもとに、的確な避難活動を行 

    う。 

    ア 避難活動の種類 

   (ｱ) 緊急避難 

     特定事業所及び隣接事業所等において火災、爆発等の災害発生により、その 

        危険が切迫した場合、現場から緊急避難させる。 

   (ｲ) 一時避難 

     火災、爆発、有毒性ガスの流出等の災害が発生し危険がある場合、危険地域 

        内の住民等を付近の安全な空地、公園、学校等に一時的に避難させる。 

     (ｳ) 広域避難 

３ 自衛官の措置 

 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害の状況により特に急を要する場合で、

警察官がその場にいない場合に限り、避難等の措置を講じる。 

  また、関係市長（若しくはその委任を受けた吏員）又は関係市長からの要求により、

関係市長の職権を行うことのできる警察官、海上保安官がいない場合に限り、必要に応

じ、警戒区域を設定する。これらの避難措置をとったときは、直ちに、その旨を関係市

長に通知する。 
 
４ 知事の措置 

 関係市が事務の全部又は大部分の事務を行うことができなくなったときは、避難準

備情報の発表、避難の勧告、指示、警戒区域の設定を市長に代わって行う。 
 

第２節 関係市の避難対策 
 

 関係市は次のとおり避難対策を実施する。特に、京浜臨海地区においては不特定多数

の住民が利用する施設が立地していることから、今後はこれらの施設の利用者も含めた

避難対策のより一層の強化を図る。 

 

１ 横浜市の避難対策 

  (1) 避難の措置 

   区長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、防災関係機関の協力のも   

   とに避難の勧告又は指示を行う。 

   なお、複数の区にまたがるような広域的な避難を行う必要があるときは、市長名で 

   行う。 

  (2) 避難の方法 

   市長又は区長は、災害状況を総合的に判断して、危険地域内の住民等を避難させ   

    る必要があると認めたときは、防災関係機関の協力のもとに、的確な避難活動を行 

    う。 

    ア 避難活動の種類 

   (ｱ) 緊急避難 

     特定事業所及び隣接事業所等において火災、爆発等の災害発生により、その 

        危険が切迫した場合、現場から緊急避難させる。 

   (ｲ) 一時避難 

     火災、爆発、有毒性ガスの流出等の災害が発生し危険がある場合、危険地域 

        内の住民等を付近の安全な空地、公園、学校等に一時的に避難させる。 

     (ｳ) 広域避難 
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     災害が拡大した場合、危険地域内及び周辺地域の住民等の安全を確保するた 

        め、広域避難場所へ避難させる。 

   (ｴ) 海上避難 

     特別防災区域内の島部と内陸部あるいは島部相互間において、橋りょう等が 

        落下し交通手段等が途絶えた場合は、災害状況及び態様等に応じ、関係機関と   

        協議のうえ、横浜海上保安部へ救助を要請するとともに、その他の関係機関の   

        保有船舶等により避難を実施する。 

      なお、避難用船舶の確保等について、事前に関係機関と協議しておくものと 

        する。 

    イ 避難対象地域 

     (ｱ) 火災が随所に発生し、炎上拡大の危険があり、人的被害が予想される地域 

   (ｲ) 炎上拡大地域の風下に隣接し、延焼危険が大きい地域 

   (ｳ) 避難路を断たれる危険がある地域 

     (ｴ) 爆発災害が発生し、再爆発の危険圏内にある地域 

     (ｵ) 有毒ガス等が大量に流出し危険が予測される地域 

   (ｶ) その他災害状況により危険と認められる地域 

  ウ 避難誘導 

    市長又は区長は、消防、警察、消防団等の関係機関の協力を得て、次の事項を  

      避難対象者に示し、組織的な避難誘導を行う。 

   (ｱ) 避難場所の名称及び所在地 

   (ｲ) 避難の理由（災害危険度等） 

     (ｳ) その他必要となる事項 

  エ 避難者の収容 

        災害の状況、規模等により、避難者を一時収容する必要がある場合は、市立学 

      校等の公共施設に収容する。 

 (3) 避難場所 

  避難場所は、周辺に危険物が少なく、火災の延焼等に対して安全な場所とする。 

 

２ 川崎市の避難対策 

  (1) 避難の措置 

 市長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、住民等の生命及

び身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、避難の必要があると

認める場合、避難の指示を行う。なお、避難時の周囲の状況等により避難のために

立退きを行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないときは、居住者等に対

し、屋内での退避等の安全確保措置を指示することができるものとする。 

(2) 避難の方法 

     災害が拡大した場合、危険地域内及び周辺地域の住民等の安全を確保するた 

        め、広域避難場所へ避難させる。 

   (ｴ) 海上避難 

     特別防災区域内の島部と内陸部あるいは島部相互間において、橋りょう等が 

        落下し交通手段等が途絶えた場合は、災害状況及び態様等に応じ、関係機関と   

        協議のうえ、横浜海上保安部へ救助を要請するとともに、その他の関係機関の   

        保有船舶等により避難を実施する。 

      なお、避難用船舶の確保等について、事前に関係機関と協議しておくものと 

        する。 

    イ 避難対象地域 

     (ｱ) 火災が随所に発生し、炎上拡大の危険があり、人的被害が予想される地域 

   (ｲ) 炎上拡大地域の風下に隣接し、延焼危険が大きい地域 

   (ｳ) 避難路を断たれる危険がある地域 

     (ｴ) 爆発災害が発生し、再爆発の危険圏内にある地域 

     (ｵ) 有毒ガス等が大量に流出し危険が予測される地域 

   (ｶ) その他災害状況により危険と認められる地域 

  ウ 避難誘導 

    市長又は区長は、消防、警察、消防団等の関係機関の協力を得て、次の事項を  

      避難対象者に示し、組織的な避難誘導を行う。 

   (ｱ) 避難場所の名称及び所在地 

   (ｲ) 避難の理由（災害危険度等） 

     (ｳ) その他必要となる事項 

  エ 避難者の収容 

        災害の状況、規模等により、避難者を一時収容する必要がある場合は、市立学 

      校等の公共施設に収容する。 

 (3) 避難場所 

  避難場所は、周辺に危険物が少なく、火災の延焼等に対して安全な場所とする。 

 

２ 川崎市の避難対策 

 (1) 避難の措置 

    市長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合において、住民等の生命及び 

   身体を災害から保護し、その他災害の拡大を防止するため、避難の必要があると認め 

   る場合、避難の勧告又は指示を行う。なお、避難時の周囲の状況等により避難のため 

   に立退きを行うことがかえって危険を伴う場合等やむを得ないときは、居住者等に対 

   し、屋内での退避等の安全確保措置を指示することができるものとする。 

 (2) 避難の方法 
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   特定事業所の大規模な火災・爆発及び震災時等広域的な災害においては、行政と 

    住民等が一体となって対処するという基本理念から、次の避難方式をとる。 

    ア 一時避難 

        特定事業所における大規模屋外タンク等の火災・爆発又は有毒ガスの漏洩によ 

      り付近住民に危険が及ぶと認める場合は、公園・大規模な空地等安全な場所に避 

      難させる。 

    イ 広域避難 

      震災等により、広域的な災害が発生し周辺地域住民に危険が及ぶと認める場合に 

     は、安全である直近の市立小・中・高等学校又は広域避難場所等に避難させる。 

  ウ 特別避難 

     特別防災区域内で、島部と連絡する橋梁等が災害により使用できず、内陸部と島 

     部間の連絡が途絶した場合は、次の避難を行う。 

     (ｱ) 集合場所 

     在島者の状況を、ヘリコプター等により情報収集するとともに、船舶の係留 

    位置及び港湾施設の被害状況等を考慮して集合位置を指定し、在島者には、神 

    奈川県石油コンビナート等防災無線、川崎市防災行政無線、メール、ヘリコプ 

    ター、広報車等を活用し、伝達を徹底する。 

     (ｲ) 避難用船舶 

     市長は、災害状況及び態様等に応じ、関係機関と協議の上、横浜海上保安部   

    (川崎海上保安署)へ救助を要請するとともに、本市及びその他の関係機関保有 

    船舶等により避難を実施する。                        

     なお、避難用船舶の確保等について、事前に関係機関と協議しておくものと 

    する。 

     (ｳ) 避難先 

     避難先は、災害状況、気象状況を勘案し、被害のない内陸部又は東京湾内の 

    他の港とする。 

    エ 屋内退避 

     屋内にとどまる方が、避難所等への避難よりも、危険性が少ないと考えられる 

      場合は、屋内に避難する。 

 (3) 避難の誘導方法 

    市長は、防災関係機関と緊密な連携をとり、次により安全かつ迅速に住民等を避難 

    場所に誘導する。 

  ○ 避難に際しては、人身の安全を最優先とする。 

  ○ 災害の状況等を考慮し、危険の及ばない幅員の広い道路を経由する。 

  ○ 危険個所には、表示、縄張り等をし危害の防止をする。 

  ○ 道路沿いの要所等には、誘導員を配置する。 

   特定事業所の大規模な火災・爆発及び震災時等広域的な災害においては、行政と 

    住民等が一体となって対処するという基本理念から、次の避難方式をとる。 

    ア 一時避難 

        特定事業所における大規模屋外タンク等の火災・爆発又は有毒ガスの漏洩によ 

      り付近住民に危険が及ぶと認める場合は、公園・大規模な空地等安全な場所に避 

      難させる。 

    イ 広域避難 

      震災等により、広域的な災害が発生し周辺地域住民に危険が及ぶと認める場合に 

     は、安全である直近の市立小・中・高等学校又は広域避難場所等に避難させる。 

  ウ 特別避難 

     特別防災区域内で、島部と連絡する橋梁等が災害により使用できず、内陸部と島 

     部間の連絡が途絶した場合は、次の避難を行う。 

     (ｱ) 集合場所 

     在島者の状況を、ヘリコプター等により情報収集するとともに、船舶の係留 

    位置及び港湾施設の被害状況等を考慮して集合位置を指定し、在島者には、神 

    奈川県石油コンビナート等防災無線、川崎市防災行政無線、メール、ヘリコプ 

    ター、広報車等を活用し、伝達を徹底する。 

     (ｲ) 避難用船舶 

     市長は、災害状況及び態様等に応じ、関係機関と協議の上、横浜海上保安部   

    (川崎海上保安署)へ救助を要請するとともに、本市及びその他の関係機関保有 

    船舶等により避難を実施する。                        

     なお、避難用船舶の確保等について、事前に関係機関と協議しておくものと 

    する。 

     (ｳ) 避難先 

     避難先は、災害状況、気象状況を勘案し、被害のない内陸部又は東京湾内の 

    他の港とする。 

    エ 屋内退避 

     屋内にとどまる方が、避難所等への避難よりも、危険性が少ないと考えられる 

      場合は、屋内に避難する。 

 (3) 避難の誘導方法 

    市長は、防災関係機関と緊密な連携をとり、次により安全かつ迅速に住民等を避難 

    場所に誘導する。 

  ○ 避難に際しては、人身の安全を最優先とする。 

  ○ 災害の状況等を考慮し、危険の及ばない幅員の広い道路を経由する。 

  ○ 危険個所には、表示、縄張り等をし危害の防止をする。 

  ○ 道路沿いの要所等には、誘導員を配置する。 
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 (4) 避難場所 

   避難場所は、周辺に危険物が少なく、火災の延焼等に対し安全な場所とする。 

  ア 公園・大規模な空地等安全な場所 

  イ 危害の及ばない直近の市立小・中・高等学校又は広域避難場所等 

 (5) 今後の取組み 

   特別防災区域内の避難対策をより実効性の高いものとするため、住民及び企業と 

  のネットワーク化を図り、避難計画等について具体的な検討を進める。 

 

第３節 第三管区海上保安本部の避難対策 
 
 災害が発生し、又は発生が予想され、港内在泊船等に被害が及ぶおそれのある場合

は、次の措置を行う。 

 

１ 船舶の避難 

 (1) 警戒海域の設定 

 (2) 警戒海域及びその周辺海域の船舶に対する移動命令、入港制限、避難勧告等の実  

    施 

 (3) 東京湾海上交通センター等による船舶の動静把握と航行管制の実施 

 (4) 巡視船艇による警戒、誘導等による安全、迅速な避難の実施 

 

２ 海上避難 

    防災本部等から住民等の避難輸送について要請があった場合は、巡視船艇により速や 

 かにこれに応ずる。 
 

第４節 特定事業所等の避難対策 
 

１ 避難の措置 

事業所長等避難命令を行う者は、火災、爆発等の災害が拡大し従業員等の生命、身体に

危険を及ぼすおそれがある場合、避難の指示を行う。 

 

２ 避難の方法 

○ 避難命令を行う者は、避難に際し、避難人員の把握に努めるとともに、相互に連絡 

 を密にして、災害の状況に応じ、冷静な判断に基づいて誘導する。 

○ 避難者は、避難命令を行う者の指示に従って混乱なく行動する。 

○ 避難に際し、災害の拡大防止のため、関係施設の安全措置を講じておく。 

○ 事業所内のタンクローリー、トラック等の危険物車両及び桟橋に接岸中の船舶は所 

 (4) 避難場所 

   避難場所は、周辺に危険物が少なく、火災の延焼等に対し安全な場所とする。 

  ア 公園・大規模な空地等安全な場所 

  イ 危害の及ばない直近の市立小・中・高等学校又は広域避難場所等 

 (5) 今後の取組み 

   特別防災区域内の避難対策をより実効性の高いものとするため、住民及び企業と 

  のネットワーク化を図り、避難計画等について具体的な検討を進める。 

 

第３節 第三管区海上保安本部の避難対策 
 
 災害が発生し、又は発生が予想され、港内在泊船等に被害が及ぶおそれのある場合

は、次の措置を行う。 

 

１ 船舶の避難 

 (1) 警戒海域の設定 

 (2) 警戒海域及びその周辺海域の船舶に対する移動命令、入港制限、避難勧告等の実  

    施 

 (3) 東京湾海上交通センター等による船舶の動静把握と航行管制の実施 

 (4) 巡視船艇による警戒、誘導等による安全、迅速な避難の実施 

 

２ 海上避難 

    防災本部等から住民等の避難輸送について要請があった場合は、巡視船艇により速や 

 かにこれに応ずる。 
 

第４節 特定事業所等の避難対策 
 

１ 避難の措置 

事業所長等避難命令を行う者は、火災、爆発等の災害が拡大し従業員等の生命、身体に

危険を及ぼすおそれがある場合、避難の指示を行う。 

 

２ 避難の方法 

○ 避難命令を行う者は、避難に際し、避難人員の把握に努めるとともに、相互に連絡 

 を密にして、災害の状況に応じ、冷静な判断に基づいて誘導する。 

○ 避難者は、避難命令を行う者の指示に従って混乱なく行動する。 

○ 避難に際し、災害の拡大防止のため、関係施設の安全措置を講じておく。 

○ 事業所内のタンクローリー、トラック等の危険物車両及び桟橋に接岸中の船舶は所 
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 管部門の責任者の判断により、安全な場所に誘導退避させる。 

 

３ 避難場所 

 (1) 周辺に危険物が少なく、火災の延焼、津波による浸水等に対して安全な事業所内  

  外の場所 

 (2) 災害拡大時には、関係市の避難計画に定める避難場所 

 

４ 扇島における孤立化対策 

  扇島は、災害発生時等の緊急時には孤立化のおそれがある。 

  このため、扇島地区の特定事業所等は防災関係機関と協力し、首都高速道路湾岸線 

 の活用も含めた孤立化対策の推進に努める。 
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第７章 緊急輸送対策 
 

第１節 緊急輸送路等の確保 
 

  災害発生後、特に初期には、救助・救急、消火及び医療救護活動を迅速に行うため、

緊急通行車両の通行を確保する必要があり、そのため一般車両の通行禁止などの交通規

制を直ちに実施し、緊急交通路を確保する。\ 

  また、緊急物資の供給や応急復旧要員の確保を図るため、陸・海・空のあらゆる必要

な手段を利用し、緊急輸送路の確保に努めるなど総合的な緊急輸送を実施する。 

 

１ 交通の確保 

(1)  被災地域等への流入抑制及び交通規制の実施 

  ア 県警察 

   (ｱ)  危険防止及び混雑緩和の措置 

        災害発生時には、被害の状況を把握し、被災地域への車両の流入抑制を行うと  

      ともに、必要な交通規制を実施して、県及び道路管理者と協力し、危険箇所の表   

      示、う回路の指示、交通情報の収集及び提供、車両使用の自粛の広報等、危険防 

      止及び混雑緩和のための措置を行う。 

   (ｲ)  災害発生時の交通規制等 

        災害発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路交通状況等によって弾力的 

      に行う必要があり、被災地又は被災地周辺地域における交通規制は、時系列別に 

      次により対応する。                            

      a 緊急交通路確保のための交通規制 

         災害が発生した直後は、道路交通が混乱し、被害の拡大や二次災害が発生する     

       ことが予想され、住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、消  

       防等災害応急対策のための緊急交通路の確保等が中心となるので、道路交通の実 

       態を把握し、災害対策基本法第76条第１項の規定に基づき緊急通行車両以外の車 

       両の通行を禁止又は制限する。 

     b  道路管理者等への通知 

         緊急交通路を確保するための通行の禁止又は制限を行う場合、道路管理者及び 

      関係都県公安委員会への通知及び要請を速やかに行う。 

        また、緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となる 

      ことにより、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときに必要   

と認める場合は、道路管理者等に対し、その道路の区間において車両その他の物

件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行うことを要請する。 

c 警察官の措置 
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      止及び混雑緩和のための措置を行う。 
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        災害発生時の交通規制は、被害の規模、地域の道路交通状況等によって弾力的 

      に行う必要があり、被災地又は被災地周辺地域における交通規制は、時系列別に 

      次により対応する。                            

      a 緊急交通路確保のための交通規制 
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       ことが予想され、住民等の安全かつ円滑な避難の確保、負傷者の救出・救護、消  

       防等災害応急対策のための緊急交通路の確保等が中心となるので、道路交通の実 

       態を把握し、災害対策基本法第76条第１項の規定に基づき緊急通行車両以外の車 

       両の通行を禁止又は制限する。 

     b  道路管理者等への通知 

         緊急交通路を確保するための通行の禁止又は制限を行う場合、道路管理者及び 

      関係都県公安委員会への通知及び要請を速やかに行う。 

        また、緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の妨害となる 

      ことにより、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがあるときに必要   

と認める場合は、道路管理者等に対し、その道路の区間において車両その他の物

件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行うことを要請する。 

c 警察官の措置 
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        緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となる

ことにより、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがある時は、必要

に応じて当該車両その他の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行

う。 

   イ 自衛官及び消防職員 

  災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官又は消防職員は、警察官がいない場合に限 

り、それぞれの緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる車両

その他の物件の所有者に対して移動させるなどの必要な措置を命令するほか、相手

方が現場にいない場合は当該措置を行う。当該措置命令をし、又は措置を行った場

合は、管轄する警察署長にその旨を通知する。 

   ウ その他 

 道路管理者は，放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には，緊急通行車両

の 通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の

命令を行う。運転者がいない場合等においては、道路管理者は，自ら車両の移動等

を行う。 

     道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規制や応急啓開

等必要な対策の実施について、県警察、交通機関への連絡を行う。 

(2) 交通情報の収集等 

   ア 交通情報の収集 

        県警察は、被災地の交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通対策を迅速・的

確に実施するため、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ

等を活用し、情報を収集する。 

   イ 交通情報の広報 

 県警察は、交通規制を実施した場合、規制標識板、立看板、携帯用拡声器等を利

用して積極的な現場広報に努める。また、広報担当者は、テレビ、ラジオ、広報車

等あらゆる広報媒体を使用して周知に努めるほか、航空機による広報、あるいは必

要に応じて市町村の協力を求める。 

(3)  道路の応急復旧等 

   ア 国等 

    (ｱ)  国土交通省関東地方整備局 

   国土交通省関東地方整備局は、被害を受けた道路及び交通状況を速やかに把握

するため、パトロールカーによる巡視を実施するとともに道路モニター等からの

道路情報の収集に努める。 

  この情報を基に、必要に応じてう回路の選定、その他誘導等の処置を行い緊急

輸送路の確保に努めるとともに、応急復旧工事を速やかに行い、緊急輸送路とし

ての機能確保に努める。 

        緊急交通路等において、車両その他の物件が緊急通行車両の通行の妨害となる

ことにより、災害応急対策の実施に著しい支障を生じるおそれがある時は、必要

に応じて当該車両その他の物件を付近の道路外へ移動させるなどの措置命令を行

う。 

   イ 自衛官及び消防職員 

  災害派遣を命ぜられた部隊の自衛官又は消防職員は、警察官がいない場合に限 

り、それぞれの緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、通行の妨害となる車両

その他の物件の所有者に対して移動させるなどの必要な措置を命令するほか、相手

方が現場にいない場合は当該措置を行う。当該措置命令をし、又は措置を行った場

合は、管轄する警察署長にその旨を通知する。 

   ウ その他 

 道路管理者は，放置車両や立ち往生車両等が発生した場合には，緊急通行車両

の 通行を確保するため緊急の必要があるときは、運転者等に対し車両の移動等の

命令を行う。運転者がいない場合等においては、道路管理者は，自ら車両の移動等

を行う。 

     道路管理者は、「緊急輸送道路管理マニュアル」に基づき、通行規制や応急啓開

等必要な対策の実施について、県警察、交通機関への連絡を行う。 

(2) 交通情報の収集等 

   ア 交通情報の収集 

        県警察は、被災地の交通混乱の防止及び緊急交通路確保等の交通対策を迅速・的

確に実施するため、現場の警察官、関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ

等を活用し、情報を収集する。 

   イ 交通情報の広報 

 県警察は、交通規制を実施した場合、規制標識板、立看板、携帯用拡声器等を利

用して積極的な現場広報に努める。また、広報担当者は、テレビ、ラジオ、広報車

等あらゆる広報媒体を使用して周知に努めるほか、航空機による広報、あるいは必

要に応じて市町村の協力を求める。 

(3)  道路の応急復旧等 

   ア 国等 

    (ｱ)  国土交通省関東地方整備局 

   国土交通省関東地方整備局は、被害を受けた道路及び交通状況を速やかに把握

するため、パトロールカーによる巡視を実施するとともに道路モニター等からの

道路情報の収集に努める。 

  この情報を基に、必要に応じてう回路の選定、その他誘導等の処置を行い緊急

輸送路の確保に努めるとともに、応急復旧工事を速やかに行い、緊急輸送路とし

ての機能確保に努める。 
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         また、他の道路管理者に対して、被害状況に関する報告を求め、応急復旧等を

要請又は指示する。その場合、緊急輸送路の確保を優先する。 

    (ｲ)  中日本高速道路㈱及び東日本高速道路㈱ 

 中日本高速道路㈱及び東日本高速道路㈱は、災害発生時に、非常災害対策本部

を設置し、 次により災害応急対策を実施する。 

      ○ 県、市町村等の防災関係機関との情報交換等について、密接な連絡を保ち相  

    互協力を行う。 

   ○ 県公安委員会が行う緊急交通路の確保に係る交通規制に協力し、かつ、規制 

    状況等を利用者に広報する 

   ○ 災害のため道路が被害を受け、交通に支障がある場合には、速やかに応急復  

    旧作業の実施に努める。 

   ○ 災害発生時に消防機関が行う救急活動に協力する。 

  (ｳ)  首都高速道路㈱ 

 首都高速道路㈱は、災害が発生したときは、利用者の安全を確保しつつ、二次

災害の防止と緊急輸送機能の確保を最優先に、次の応急対策を実施し、首都高速

道路の機能回復を図る。 

○ 災害が発生したときは、首都高速道路㈱は、県公安委員会の交通規制に協力

し、かつ規 制状況等を利用者に広報する。 

○ 利用者の被災状況を緊急に把握し、消防等関係機関への迅速な情報伝達、出

動・協力要請により、被災者の救出救護その他安全確保に努める。 

○ 道路構造物、管理施設等について、その被害の状況を緊急点検し、必要に応

じ応急復旧に努める。 

○ 工事の箇所については、その被災の状況に応じて必要な措置を講じる。 

○ 県、関係市及び関係防災機関との情報交換等について、密接な連絡を保ち相

互協力を行う。 

イ 県 

県は、災害協定業者等と衛星携帯電話等の活用による災害時の情報収集体制を強

化し、管理する道路について早急に被害状況を把握するとともに、備蓄資機材を活

用して、障害物の除去や応急復旧等を行い、道路の機能の確保に努める。また、他

の道路管理者の管理する道路についても早急に被害状況を把握し、当該道路管理者

と連携して緊急輸送道路の優先確保を行う。。 

        さらに、県管理道路においても応援を必要とするときは、関係機関に応援要請

を行う。 

   ウ 関係市 

     関係市は、それぞれの計画の定めるところにより、速やかに応急復旧作業体制を

確保し、道路機能の確保を図る 

         また、他の道路管理者に対して、被害状況に関する報告を求め、応急復旧等を

要請又は指示する。その場合、緊急輸送路の確保を優先する。 

    (ｲ)  中日本高速道路㈱及び東日本高速道路㈱ 

 中日本高速道路㈱及び東日本高速道路㈱は、災害発生時に、非常災害対策本部

を設置し、 次により災害応急対策を実施する。 

      ○ 県、市町村等の防災関係機関との情報交換等について、密接な連絡を保ち相  

    互協力を行う。 

   ○ 県公安委員会が行う緊急交通路の確保に係る交通規制に協力し、かつ、規制 

    状況等を利用者に広報する 

   ○ 災害のため道路が被害を受け、交通に支障がある場合には、速やかに応急復  

    旧作業の実施に努める。 

   ○ 災害発生時に消防機関が行う救急活動に協力する。 

  (ｳ)  首都高速道路㈱ 

 首都高速道路㈱は、災害が発生したときは、利用者の安全を確保しつつ、二次

災害の防止と緊急輸送機能の確保を最優先に、次の応急対策を実施し、首都高速

道路の機能回復を図る。 

○ 災害が発生したときは、首都高速道路㈱は、県公安委員会の交通規制に協力

し、かつ規 制状況等を利用者に広報する。 

○ 利用者の被災状況を緊急に把握し、消防等関係機関への迅速な情報伝達、出

動・協力要請により、被災者の救出救護その他安全確保に努める。 

○ 道路構造物、管理施設等について、その被害の状況を緊急点検し、必要に応

じ応急復旧に努める。 

○ 工事の箇所については、その被災の状況に応じて必要な措置を講じる。 

○ 県、関係市及び関係防災機関との情報交換等について、密接な連絡を保ち相

互協力を行う。 

イ 県 

県は、災害協定業者等と衛星携帯電話等の活用による災害時の情報収集体制を強

化し、管理する道路について早急に被害状況を把握するとともに、備蓄資機材を活

用して、障害物の除去や応急復旧等を行い、道路の機能の確保に努める。また、他

の道路管理者の管理する道路についても早急に被害状況を把握し、当該道路管理者

と連携して緊急輸送道路の優先確保を行う。。 

        さらに、県管理道路においても応援を必要とするときは、関係機関に応援要請

を行う。 

   ウ 関係市 

     関係市は、それぞれの計画の定めるところにより、速やかに応急復旧作業体制を

確保し、道路機能の確保を図る 
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   エ その他 

    ○ 道路管理者は、建設業者との応援協定等に基づき、障害物の除去、応急復旧等  

に必要な人員、資機材等の確保に努める。 

    ○ 路上の障害物の除去について、道路管理者、県警察、市町村消防機関及び自衛

隊等は、状況に応じて協力して必要な措置をとる。 

(4)  航路の障害物除去 

○ 港湾管理者及び漁港管理者は、その所管する港湾区域及び漁港区域内の航路等に 

ついて、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、防災本部

等に報告するとともに、障害物除去等に努める。 

○ 関東地方整備局は、開発保全航路（非常災害時に緊急輸送船舶の交通を確保する

ための緊急確保航路を含む）について、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と

認められる場合には、防災本部等に報告するとともに、障害物除去等に努める。 

 

○ 第三管区海上保安本部は、海難船舶又は漂流物その他の物件により船舶交通の危

険が生じ又は生ずるおそれがある時は、その旨を防災本部等に報告し、速やかに航

行警報等必要な応急措置を講ずるとともに、船舶所有者等に対し、これらの除去そ

の他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ、又は勧告する 

 

(5)  港湾及び漁港の応急復旧等 

   ○ 港湾管理者及び漁港管理者は、その管理する港湾施設及び漁港施設について、早 

急に被害状況を把握し、防災本部等に対して被害状況を報告するとともに、必要に

応じて応急復旧を行う。なお、港湾施設については、国土交通省（関東地方整備

局）及び港湾管理者が必要に応じて応急復旧等を行う。 

   ○ 第三管区海上保安本部は、航路標識が破損し又は流出した時は、速やかに復旧に

努めるほか、必要に応じて応急標識の設置に努める。 

(6) 海上交通安全の確保 

   ○  第三管区海上保安本部は、船舶の輻輳が予想される海域において、必要に応じて 

    船舶交通の整理・指導を行う。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できる 

    よう努める。 

   ○ 第三管区海上保安本部は、海難の発生その他の事情により、船舶交通に危険が生 

ずるおそれがある時は、必要に応じて船舶交通を禁止するなど航行制限を行う。 

   ○ 第三管区海上保安本部は、水路の水深に異状を生じたおそれがある時は、必要に

応じて調査を行うとともに、応急標識を設置する等により水路の安全を確保する。 

(7)  物資受入れ港の確保 

   物資受入れ港の管理者は、災害時の海上輸送を円滑に行うため、物資受入れ港とし 

ての機能を確保する。 

   エ その他 

    ○ 道路管理者は、建設業者との応援協定等に基づき、障害物の除去、応急復旧等  

に必要な人員、資機材等の確保に努める。 

    ○ 路上の障害物の除去について、道路管理者、県警察、市町村消防機関及び自衛

隊等は、状況に応じて協力して必要な措置をとる。 

(4)  航路の障害物除去 

○ 港湾管理者及び漁港管理者は、その所管する港湾区域及び漁港区域内の航路等に 

ついて、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と認められる場合には、県災害対

策本部等に報告するとともに、障害物除去等に努める。 

○ 関東地方整備局は、開発保全道路（非常災害時に緊急輸送船舶の交通を確保する

ための緊急確保航路を含む）について、沈船、漂流物等により船舶の航行が危険と

認められる場合には、県災害対策本部等に報告するとともに、障害物除去等に努め

る。 

○ 第三管区海上保安本部は、海難船舶又は漂流物その他の物件により船舶交通の危

険が生じ又は生ずるおそれがある時は、その旨を県災害対策本部等に報告し、速や

かに航行警報等必要な応急措置を講ずるとともに、船舶所有者等に対し、これらの

除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ、又は勧告

する。 

(5)  港湾及び漁港の応急復旧等 

   ○ 港湾管理者及び漁港管理者は、その管理する港湾施設及び漁港施設について、早 

急に被害状況を把握し、県災害対策本部等に対して被害状況を報告するとともに、

必要に応じて応急復旧を行う。なお、港湾施設については、国土交通省（関東地方

整備局）及び港湾管理者が必要に応じて応急復旧等を行う。 

   ○ 第三管区海上保安本部は、航路標識が破損し又は流出した時は、速やかに復旧に

努めるほか、必要に応じて応急標識の設置に努める。 

(6) 海上交通安全の確保 

   ○  第三管区海上保安本部は、船舶の輻輳が予想される海域において、必要に応じて 

    船舶交通の整理・指導を行う。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できる 

    よう努める。 

   ○ 第三管区海上保安本部は、海難の発生その他の事情により、船舶交通に危険が生 

ずるおそれがある時は、必要に応じて船舶交通を禁止するなど航行制限を行う。 

   ○ 第三管区海上保安本部は、水路の水深に異状を生じたおそれがある時は、必要に

応じて調査を行うとともに、応急標識を設置する等により水路の安全を確保する。 

(7)  物資受入れ港の確保 

   物資受入れ港の管理者は、災害時の海上輸送を円滑に行うため、物資受入れ港とし 

ての機能を確保する。 
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(8)  ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

  県及び関係市は、災あらかじめ指定した候補地の中からヘリコプター臨時離着陸場

を開設するとともに、防災関係機関等への周知徹底を図る。 

(9)  鉄道の応急復旧等 

  鉄道事業者は、その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し、応急復

旧等を行う。 

 

第２節 緊急輸送 

 

１ 県の緊急輸送 

    県は、車両、船舶、ヘリコプター及び鉄道車両による輸送手段を次のとおり確保す

る。 

(1) 車両の確保 

  ア 県保有車両の利用 

  イ 「緊急車両の調達又はあっ旋に関する覚書」に基づく関東運輸局神奈川運輸支

局に対する調達・あっ旋依頼 

  ウ  関係業者（特殊車両等保有業者）に対する協力要請 

(2) 船舶の確保 

  ア 関東運輸局長に対する調達・あっ旋依頼 

  イ 神奈川県漁業協同組合連合会に対する協力要請 

  ウ 神奈川県水難救済会に対する協力要請 

  エ 海上自衛隊及び第三管区海上保安本部に対する要請 

(3) 航空機(ヘリコプター)の確保 

  ア 県警察及び他自治体保有ヘリコプターの利用 

  イ 陸上自衛隊、海上自衛隊及び第三管区海上保安本部等に対する要請 

    ウ 「災害時における民間航空機の協力要請に関する協定」に基づく民間ヘリコプタ  

      ー会社に対する協力要請 

(4) 鉄道車両の確保 

   県は、鉄道による輸送手段を確保するために鉄道事業者に対し協力を要請する。 

  

２ 関係市の緊急輸送 

  関係市は、地域の現況に即した車両等の調達を行い、必要な車両等の確保が困難な

ときは、県に対して要請及び調達・あっ旋を依頼する。 

 

３  上記以外の防災関係機関の緊急輸送 

   上記以外の防災関係機関は、業務遂行上必要な車両等の調達を行う。 

(8)  ヘリコプター臨時離着陸場の確保 

  県及び関係市は、災あらかじめ指定した候補地の中からヘリコプター臨時離着陸場

を開設するとともに、防災関係機関等への周知徹底を図る。 

(9)  鉄道の応急復旧等 

  鉄道事業者は、その管理する鉄道施設等の被害状況について早急に把握し、応急復

旧等を行う。 

 

第２節 緊急輸送 

 

１ 県の緊急輸送 

    県は、車両、船舶、ヘリコプター及び鉄道車両による輸送手段を次のとおり確保す

る。 

(1) 車両の確保 

  ア 県保有車両の利用 

  イ 「緊急車両の調達又はあっ旋に関する覚書」に基づく関東運輸局神奈川運輸支

局に対する調達・あっ旋依頼 

  ウ  関係業者（特殊車両等保有業者）に対する協力要請 

(2) 船舶の確保 

  ア 関東運輸局長に対する調達・あっ旋依頼 

  イ 神奈川県漁業協同組合連合会に対する協力要請 

  ウ 神奈川県水難救済会に対する協力要請 

  エ 海上自衛隊及び第三管区海上保安本部に対する要請 

(3) 航空機(ヘリコプター)の確保 

  ア 県警察及び他自治体保有ヘリコプターの利用 

  イ 陸上自衛隊、海上自衛隊及び第三管区海上保安本部等に対する要請 

    ウ 「災害時における民間航空機の協力要請に関する協定」に基づく民間ヘリコプタ  

      ー会社に対する協力要請 

(4) 鉄道車両の確保 

   県は、鉄道による輸送手段を確保するために鉄道事業者に対し協力を要請する。 

  

２ 関係市の緊急輸送 

  関係市は、地域の現況に即した車両等の調達を行い、必要な車両等の確保が困難な

ときは、県に対して要請及び調達・あっ旋を依頼する。 

 

３  上記以外の防災関係機関の緊急輸送 

   上記以外の防災関係機関は、業務遂行上必要な車両等の調達を行う。 
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４ 輸送対象の想定 

  緊急通行車両により輸送する対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応じ

て、概ね以下のとおりとする。 

 (1)  第１段階（発災直後から２日目までの間） 

  ア 救助、救急活動、医療活動の従事者及び医薬品等、人命救助に要する人員、物 

    資 

  イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

  ウ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道 

    施設保安要員等初動の災害応急対策に必要な要員・物資等 

  エ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

    オ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及  

    び物資 

  (2)  第２段階（発災後３日目から概ね１週間の間） 

  ア 上記第１段階の続行 

  イ 食糧、水等生命の維持に必要な物資 

  ウ 傷病者及び被災者の被災地域外への輸送 

  エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

  (3) 第３段階（発災後概ね１週間以降） 

  ア 上記第２段階の続行 

  イ 災害復旧に必要な人員及び物資 

  ウ 生活必需品 

 

５ 緊急通行車両の確認手続 

(1)  緊急通行車両（確認対象車両） 

   緊急通行車両は、災害対策基本法第50条第２項に規定する災害応急対策の実施責

任者、又は その委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両

とする。 

     ア 警報の発令及び伝達並びに避難の指示 

     イ 消防、水防、その他の応急措置 

     ウ 被災者の救難、救助その他の保護 

     エ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

     オ 施設及び設備の応急復旧 

     カ 清掃、防疫その他の保健衛生 

     キ 犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序の維持 

     ク 緊急輸送の確保 

 

４ 輸送対象の想定 

  緊急通行車両により輸送する対象は、被災状況及び災害応急対策の進捗状況に応じ

て、概ね以下のとおりとする。 

 (1)  第１段階（発災直後から２日目までの間） 

  ア 救助、救急活動、医療活動の従事者及び医薬品等、人命救助に要する人員、物 

    資 

  イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

  ウ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、水道 

    施設保安要員等初動の災害応急対策に必要な要員・物資等 

  エ 後方医療機関へ搬送する負傷者等 

    オ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人員及  

    び物資 

  (2)  第２段階（発災後３日目から概ね１週間の間） 

  ア 上記第１段階の続行 

  イ 食糧、水等生命の維持に必要な物資 

  ウ 傷病者及び被災者の被災地域外への輸送 

  エ 輸送施設の応急復旧等に必要な人員及び物資 

  (3) 第３段階（発災後概ね１週間以降） 

  ア 上記第２段階の続行 

  イ 災害復旧に必要な人員及び物資 

  ウ 生活必需品 

 

５ 緊急通行車両の確認手続 

  (1)  緊急通行車両（確認対象車両） 

   緊急通行車両は、災害対策基本法第50条第２項に規定する災害応急対策の実施責

任者、又は その委託を受けた者が使用する車両で、次に掲げる業務に従事する車両

とする。 

     ア 警報の発令及び伝達並びに避難の勧告、指示 

     イ 消防、水防、その他の応急措置 

     ウ 被災者の救難、救助その他の保護 

     エ 災害を受けた児童及び生徒の応急教育 

     オ 施設及び設備の応急復旧 

     カ 清掃、防疫その他の保健衛生 

     キ 犯罪の予防、交通規制その他災害地における社会秩序の維持 

     ク 緊急輸送の確保 



 第５編 災害応急対策計画 

 

修正案 現行 

   ケ その他災害の発生の防ぎょ、又は拡大の防止のための措置   

(2)  緊急通行車両の確認 

 災害対策基本法第76条第１項に規定する緊急通行車両であることの確認並びに同

法施行令第33条に規定する標章及び証明書の交付事務手続きは、次による。 

  ○ 県の保有車両及び調達車両については、知事（危機管理防災課、各地域県政総

合センター）が行い、確認車両台数等を県公安委員会に通知する。 

  ○ 知事が確認する車両を除いた他の車両については、県公安委員会（県警察本部   

交通規制課、第一交通機動隊、第二交通機動隊、高速道路交通警察隊、各警察署  

及び交通検問所）が行う。 

 

６ 障害物の除去 

 (1)  実施機関 

  ○ 関係市は、各種応急措置を実施するため障害となる工作物及び山（がけ）崩  

   れ、浸水等によって住家、又はその周辺に運ばれた障害物の除去を行う。実施困 

   難なときは、県に対し応援協力を要請する。 

  ○ 道路、河川等の維持管理者は、道路、河川等にある障害物の除去を行う。県管  

   理の道路、河川等については、県土整備局及び環境農政局が県警察又は消防、自 

   衛隊の協力を得て行う。 

  ○ その他施設、敷地内の障害物の除去は、その施設、敷地所有者又は管理者が行 

  う。 

  (2) 障害物除去の対象 

     災害時における障害物（工作物を含む）除去の対象は、概ね次の場合とする。 

   ア 県民の生命、財産等の保護のため除去を必要とする場合 

     イ 河川氾濫、護岸決壊等の防止、その他水防活動実施のため除去を必要とする場  

       合 

   ウ 緊急な応急措置の実施のため除去を必要とする場合 

   エ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

 (3)  障害物除去の方法 

   ○ 障害物の除去の実施者は、自らの組織、労力、機械器具を用い又は土木建設業  

       者等の協力を得て、速やかに行う。 

   ○ 除去作業は、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場合のほか、周囲の状況等 

       を考慮し、事後に支障の起こらないよう配慮して行う。 

 (4)  除去した障害物の集積場所 

   障害物の集積場所については、それぞれの実施者において考慮するが、概ね次の

場所に集積廃棄又は保管する。 

   なお、この集積場所については、関係用地管理者等と協議し、あらかじめ選定し

   ケ その他災害の発生の防ぎょ、又は拡大の防止のための措置   

  (2)  緊急通行車両の確認 

 災害対策基本法第76条第１項に規定する緊急通行車両であることの確認並びに同

法施行令第33条に規定する標章及び証明書の交付事務手続きは、次による。 

  ○ 県の保有車両及び調達車両については、知事（災害対策課、各地域県政総合セ

ンター）が行い、確認車両台数等を県公安委員会に通知する。 
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   エ その他、公共的立場から除去を必要とする場合 

 (3)  障害物除去の方法 

   ○ 障害物の除去の実施者は、自らの組織、労力、機械器具を用い又は土木建設業  

       者等の協力を得て、速やかに行う。 

   ○ 除去作業は、緊急な応急措置の実施上やむを得ない場合のほか、周囲の状況等 

       を考慮し、事後に支障の起こらないよう配慮して行う。 
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た場所とする。ただし、災害の状況によっては、海岸、河川敷、緑地帯等を一時使

用する。 

ア 廃棄するものについては、実施者の管理に属する遊休地及び空地その他廃棄に  

適当な場所 

  イ 保管するものについては、その保管する工作物等に対応する適当な場所 

  ウ 除去した障害物が二次災害の原因にならないような場所 

  エ 広域避難地として指定された場所以外の場所 

 (5)  除去に必要な機械、器具の整備等 

  ○ 障害物の規模並びに範囲により、それぞれ対策を立てる。 

  ○ 県は、比較的小規模なものについては、土木事務所等において処理し、大規模

なものについては、建設業者等の協力を得ながら、概ね次により実施する。 

    ・ 建設業協会等との提携 

 県は、建設用資機材及び技能者等要員の調達、提供について土木事務所ごと

に、建設業協会支部との協定に基づき、資機材等を確保する。 

   ・  資機材の生産、販売業者との提携 

 県（県土整備局）は、応急復旧のための資機材の生産及び販売業者との資機

材の優先提供に関する協定に基づき、調達の確保を図る。 

   ・  調達資機材の集積場所及び人員の集合場所 

 県（土木事務所）と建設業協会との協定により調達された資機材等の集積場

所、又は人員の集合場所は、各土木事務所とする。 

 また、生産、販売業者との協定に係る資機材の集積場所は、応急復旧に要す

る各種情報を総合的に判断して県土整備局長が指示する。 

 (6)  障害物除去に関する応援、協力の要請 

県は、市町村等から県民の生命、財産の保護のため、障害物の除去について応

援、協力要請があった時は、必要に応じて適切な措置を講じる。 
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第８章 警備・救助対策 

 

第１節 陸上における警備・救助対策 

 

１ 県警察の基本方針 

  県警察は、大規模災害の発生に際しては、早期に警備体制を確立し、県警察の総力

を上げて人命の安全を第一とする迅速・的確な応急対策を実施することにより、県民の

生命、身体、財産の保護、混乱の早期収拾、民心の安定活動の推進に努め、被災地にお

ける治安維持に万全を期する。 

 

２ 警備体制の確立 

 (1) 警備本部の設置 

   大規模災害の発生と同時に警察本部に警察本部長等を長とする県警察災害警備本

部を、警察署に警察署長を長とする警察署災害警備本部を設置し、指揮体制を確立す

る。 

 (2) 警備部隊の編成及び部隊運用 

   県警察は、別に定めるところにより、警備部隊の編成を行うほか、事案の規模及

び態様に応じて迅速・的確な部隊運用を行う。 

 

３ 県警察が実施する応急対策 

  県警察が実施する応急対策は、概ね次に掲げる事項を基準とする。 

 (1) 情報の収集 

  ○ 県警察は、災害警備活動上必要な情報を収集する。 

  ○ 県警察は、収集した情報を、必要により防災関係機関に連絡する。 

 (2) 広 報 

    ○ 県警察が行う広報は、災害の状況及びその見通し、避難措置、犯罪の予防、交   

通規制等の警察措置に関する事項とする。 

    ○ 県警察は、保有する広報資材等を活用して積極的に広報を行うとともに、県、

関係市、報道機関等と緊密に連絡して適切な広報を行うよう努める。 

 (3) 立入の制限等指示又は避難の警告 

○ 警察官は、石災法第 25 条により、必要に応じて、自衛防災組織等に対し、人命

救助、危険区域への立入の制限、禁止、退去等に関する指示を行う。 

○ 警察官は、警察官職務執行法第４条により、現場の状況に応じて、その場に居

合わせたものに対し、警告を発し、避難等の措置を行う。この場合避難すべき場

所を指示する。 

○ 避難の誘導にあたっては、関係市、消防機関等と協力し、安全な経路を選定す
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るとともに、所要の装備資機材を活用して安全を確保するように努める。 

  ○ 住民が避難した地域に対しては、パトロールを強化し、財産の保護、その他犯

罪の予防に努める。 

 (4)  救出、救助等 

  ○ 県警察は、県、関係市等の防災関係機関と協力して、負傷者の救出、救助に努

めるとともに、死体の検視、調査等を行う。 

  ○ 県警察は、災害現場にある消防機関等と協力して、危険個所の監視、警戒等を

行い、二次災害の防止に努める。 

 (5) 保安及び防犯対策 

  ア 保安措置 

    火薬類、高圧ガス、放射性物資、石油類貯蔵施設等大規模災害発生要因を有す

る施設に対しては重点的に警備部隊を派遣し、警戒線の設定等を実施し、いわゆ

る危険物災害の予防拡大防止に努めるものとするほか、金融、経済事犯その他の

集団不法事犯に対する措置をとる。 

  イ 防犯措置 

    被災地における各種犯罪の未然防止を期するため、警らの実施、検問所、防犯

相談所等の設置を図り、自警心の喚起、被災関係者の行方不明者捜索、迷子、死

傷者確認に対する便宜供与等の措置をとる。 

 

第２節 海上における警備・救助対策 

 

海上においては、第三管区海上保安本部が、地震災害等が発生した場合において、人命

の救助・救急活動、消火活動、排出油等の防除活動、海上交通の安全確保、避難対策、

救援物資の輸送活動、社会秩序の維持、船舶等への情報提供、二次災害の防止等にあた

る。 

 

１ 警報等の伝達 

  気象、津波、高潮、波浪等に関する警報及び災害に関する情報を受けた場合、船舶

交通の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生を知った時又は船舶交通の制限若しくは禁

止に関する措置を講じた時、並びに船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼす

おそれのある事態の発生を知った時は、航行警報、安全通報、水路通報、標識の掲揚、

船艇及び航空機による巡回等により速やかに周知する。 

 

２ 情報の収集及び情報連絡 

  被害状況、被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、船艇、航空

機等を活用し、積極的に情報収集活動を実施するとともに、関係機関等と密接な情報交

るとともに、所要の装備資機材を活用して安全を確保するように努める。 

  ○ 住民が避難した地域に対しては、パトロールを強化し、財産の保護、その他犯

罪の予防に努める。 

 (4)  救出、救助等 

  ○ 県警察は、県、関係市等の防災関係機関と協力して、負傷者の救出、救助に努

めるとともに、死体の検視、調査等を行う。 

  ○ 県警察は、災害現場にある消防機関等と協力して、危険個所の監視、警戒等を

行い、二次災害の防止に努める。 

 (5) 保安及び防犯対策 

  ア 保安措置 

    火薬類、高圧ガス、放射性物資、石油類貯蔵施設等大規模災害発生要因を有す

る施設に対しては重点的に警備部隊を派遣し、警戒線の設定等を実施し、いわゆ

る危険物災害の予防拡大防止に努めるものとするほか、金融、経済事犯その他の

集団不法事犯に対する措置をとる。 

  イ 防犯措置 

    被災地における各種犯罪の未然防止を期するため、警らの実施、検問所、防犯

相談所等の設置を図り、自警心の喚起、被災関係者の行方不明者捜索、迷子、死

傷者確認に対する便宜供与等の措置をとる。 

 

第２節 海上における警備・救助対策 

 

 海上においては、第三管区海上保安本部が、地震災害等が発生した場合において、人

命の救助・救急活動、消火活動、排出油等の防除活動、海上交通の安全確保、避難対

策、救援物資の輸送活動、社会秩序の維持、船舶等への情報提供、二次災害の防止等に

あたる。 

 

１ 警報等の伝達 

  気象、津波、高潮、波浪等に関する警報及び災害に関する情報を受けた場合、船舶

交通の安全に重大な影響を及ぼす事態の発生を知った時又は船舶交通の制限若しくは禁

止に関する措置を講じた時、並びに船舶、水産資源、公衆衛生等に重大な影響を及ぼす

おそれのある事態の発生を知った時は、航行警報、安全通報、水路通報、標識の掲揚、

船艇及び航空機による巡回等により速やかに周知する。 

 

２ 情報の収集及び情報連絡 

  被害状況、被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、船艇、航空

機等を活用し、積極的に情報収集活動を実施するとともに、関係機関等と密接な情報交
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換等を行う。 

 

３ 活動体制の確立 

  必要な職員を直ちに参集させ、対策本部を設置する等、必要な体制を確立する。 

 

４ 海難救助等 

  船舶の海難、人身事故等が発生した時は、速やかに船艇、航空機又は特殊救難隊に

よりその捜索活動を行い、船舶火災又は海上火災が発生した時は、速やかに巡視船艇、

特殊救難隊又は機動防除隊によりその消火活動を行い、危険物が流出した時は、その周

辺海域の警戒、火災発生の予防、航泊禁止措置又は避難勧告を行う。 

  

５ 緊急輸送 

  傷病者、医療関係者、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応

じ、又は要請に基づき、迅速かつ積極的に実施する。 

 

６ 物資の無償貸与又は譲与 

  物資の無償貸与若しくは譲与について要請があった時又はその必要があると認める

時は、「国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡に関する省令」（平成18年１

月31日国土交通省令第４号）に基づき、海上災害救助用物品を被災者に対して無償貸し

付けし、又は譲与する。  

 

７ 関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

  関係機関及び地方公共団体の災害応急対策が円滑に実施されるよう、要請に基づ

き、海上における災害応急対策の実施に支障を来さない範囲において、救助・救急活動

等についての支援をする。 

 

８ 排出油等の防除等 

  防除措置を講ずべき者への指導又は命令を行い、緊急に防除措置を講ずる必要があ

ると認める時は、指定海上防災機関に防除措置を講ずべきことを指示し、又は機動防除

隊及び巡視船艇等に応急の防除措置を講じさせ、危険物が流出した時は、その周辺海域

の警戒を厳重にし、必要に応じて火災の発生防止、航泊禁止措置又は避難勧告を行う。 

また、特に必要があると認められる時は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

第41条の２に基づき、関係行政機関の長等に対し、防除措置等を要請する。 

 

９ 海上交通安全の確保 

  船舶交通を整理、指導及び制限又は禁止し、漂流物等の応急措置及びその措置を命

換等を行う。 

 

３ 活動体制の確立 

  必要な職員を直ちに参集させ、対策本部を設置する等、必要な体制を確立する。 

 

４ 海難救助等 

  船舶の海難、人身事故等が発生した時は、速やかに船艇、航空機又は特殊救難隊に

よりその捜索活動を行い、船舶火災又は海上火災が発生した時は、速やかに巡視船艇、

特殊救難隊又は機動防除隊によりその消火活動を行い、危険物が流出した時は、その周

辺海域の警戒、火災発生の予防、航泊禁止措置又は避難勧告を行う。 

  

５ 緊急輸送 

  傷病者、医療関係者、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応

じ、又は要請に基づき、迅速かつ積極的に実施する。 

 

６ 物資の無償貸与又は譲与 

  物資の無償貸与若しくは譲与について要請があった時又はその必要があると認める

時は、「国土交通省所管に属する物品の無償貸付及び譲渡に関する省令」（平成18年１

月31日国土交通省令第４号）に基づき、海上災害救助用物品を被災者に対して無償貸し

付けし、又は譲与する。  

 

７ 関係機関及び地方公共団体の災害応急対策の実施に対する支援 

  関係機関及び地方公共団体の災害応急対策が円滑に実施されるよう、要請に基づ

き、海上における災害応急対策の実施に支障を来さない範囲において、救助・救急活動

等についての支援をする。 

 

８ 排出油等の防除等 

  防除措置を講ずべき者への指導又は命令を行い、緊急に防除措置を講ずる必要があ

ると認める時は、指定海上防災機関に防除措置を講ずべきことを指示し、又は機動防除

隊及び巡視船艇等に応急の防除措置を講じさせ、危険物が流出した時は、その周辺海域

の警戒を厳重にし、必要に応じて火災の発生防止、航泊禁止措置又は避難勧告を行う。 

また、特に必要があると認められる時は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律

第41条の２に基づき、関係行政機関の長等に対し、防除措置等を要請する。 

 

９ 海上交通安全の確保 

  船舶交通を整理、指導及び制限又は禁止し、漂流物等の応急措置及びその措置を命
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じ又は勧告し、船舶への情報提供、水路の安全確保及び航路標識の復旧に努める。 

 

10 警戒区域の設定 

 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要が認められる時は、災害対

策基本法第63条第１項及び第２項の定めるところにより警戒区域を設定し、船艇、航空

機等により、船舶等に対して区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行う。 

 

11 治安の維持 

 海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じて巡視船艇等及び

航空機により犯罪の予防・取締り及び警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を

行う。 

 

12 危険物の保安措置 

 危険物積載船舶に対する移動命令又は航行制限若しくは禁止を行い、危険物荷役中の

船舶に対する荷役の中止等必要な指導を行い、危険物施設に対して危険物流出等の事故

を防止するための必要な指導を行う。 

 

じ又は勧告し、船舶への情報提供、水路の安全確保及び航路標識の復旧に努める。 

 

10 警戒区域の設定 

 人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要が認められる時は、災害対

策基本法第63条第１項及び第２項の定めるところにより警戒区域を設定し、船艇、航空

機等により、船舶等に対して区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行う。 

 

11 治安の維持 

 海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じて巡視船艇等及び

航空機により犯罪の予防・取締り及び警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を

行う。 

 

12 危険物の保安措置 

 危険物積載船舶に対する移動命令又は航行制限若しくは禁止を行い、危険物荷役中の

船舶に対する荷役の中止等必要な指導を行い、危険物施設に対して危険物流出等の事故

を防止するための必要な指導を行う。 
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第９章 医療救護対策 
 

「神奈川県保健医療救護計画」に基づき実施するほか、関係市は特別防災区域内の災

害に対応するため、自ら救護班を編成するとともに、必要に応じて地区医師会等の協力

を得て救護班を編成し、災害の程度に即応した救護活動を行う。 

また、関係市は、災害の程度により必要と認めたときは、県及びその他の防災関係機

関に協力を要請するほか、災害救助法が適用された後に医療救護の必要があると認めた

ときは、県に対して迅速・的確な医療救護について要請を行う。 

 

１ 横浜市の医療救護対策 

 (1) 医療救護活動の基本  

  ア  通常の医療体制で対応可能な場合  

災害の状況等から通常の医療体制で対応可能なときは、救急隊による患者搬送

を行い横浜市救急医療体制等における医療救護活動を実施する。  

イ  通常の医療体制で対応不能な場合  

負傷者が多数発生し、災害現場での医療救護活動が必要と判断した場合は、協

定締結医療機関、県等に対して医療チーム等の派遣を要請するとともに、医療関

係機関と連絡調整を行うため、必要に応じて医療調整チームを設置する。 

また、被害の状況に応じて、広域搬送の調整を行う。 

(2) 災害情報等の評価 

医療調整チームは、医療資源の過不足や負傷者の発生状況など、応急医療を実施

するための各種情報を把握、分析、評価したうえで、医療救護体制を確立する。 

(3) 医療救護活動 

 ア 仮設救護所の設置 

災害医療活動にあたり必要と認めるときは、災害現場、避難場所等に仮設救護

所を設置する。 

イ 医療チーム等の要請 

(ｱ)  横浜救急医療チーム（ＹＭＡＴ）の要請  

災害現場において複数の重症者や多数の傷病者が発生し又は発生が予想さ 

れ、若しくは緊急に現場医療活動が必要と判断した場合は、横浜救急医療チー

ム（ＹＭＡＴ）協定締結医療機関に対して、ＹＭＡＴの出動を要請する。 

※ ＹＭＡＴ：市内で発生した自然災害、事故災害などにおいて、複数の重

傷者や多数の負傷者が発生し又は発生が予想される災害現場に出動し、救

命のための的確な医療活動を展開する医師１人、看護師２人による医療チ

ーム 

(ｲ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の要請 

第９章 医療救護対策 
 

「神奈川県医療救護計画」に基づき実施するほか、関係市は特別防災区域内の災害に

対応するため、自ら救護班を編成するとともに、必要に応じて地区医師会等の協力を得

て救護班を編成し、災害の程度に即応した救護活動を行う。 

 また、関係市は、災害の程度により必要と認めたときは、県及びその他の防災関係機

関に協力を要請するほか、災害救助法が適用された後に医療救護の必要があると認めた

ときは、県に対して迅速・的確な医療救護について要請を行う。 

 

１ 横浜市の医療救護対策 

 (1) 医療救護活動の基本  

  ア  通常の医療体制で対応可能な場合  

災害の状況等から通常の医療体制で対応可能なときは、救急隊による患者搬送

を行い横浜市救急医療体制等における医療救護活動を実施する。  

イ  通常の医療体制で対応不能な場合  

負傷者が多数発生し、災害現場での医療救護活動が必要と判断した場合は、協

定締結医療機関、県等に対して医療チーム等の派遣を要請するとともに、医療関

係機関と連絡調整を行うため、必要に応じて医療調整チームを設置する。 

また、被害の状況に応じて、広域搬送の調整を行う。 

(2) 災害情報等の評価 

医療調整チームは、医療資源の過不足や負傷者の発生状況など、応急医療を実施

するための各種情報を把握、分析、評価したうえで、医療救護体制を確立する。 

(3) 医療救護活動 

 ア 仮設救護所の設置 

災害医療活動にあたり必要と認めるときは、災害現場、避難場所等に仮設救護

所を設置する。 

イ 医療チーム等の要請 

(ｱ)  横浜救急医療チーム（ＹＭＡＴ）の要請  

災害現場において複数の重症者や多数の傷病者が発生し又は発生が予想さ 

れ、若しくは緊急に現場医療活動が必要と判断した場合は、横浜救急医療チー

ム（ＹＭＡＴ）協定締結医療機関に対して、ＹＭＡＴの出動を要請する。 

※ ＹＭＡＴ：市内で発生した自然災害、事故災害などにおいて、複数の重

傷者や多数の負傷者が発生し又は発生が予想される災害現場に出動し、救

命のための的確な医療活動を展開する医師１人、看護師２人による医療チ

ーム 

(ｲ) 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）の要請 



 第５編 災害応急対策計画 

 

修正案 現 行 

被害が甚大な場合やさらなる拡大が見込まれる場合等、市内医療機関の応

需体制の強化を図るべきと判断した場合は、神奈川県知事に対して、ＤＭＡ

Ｔの出動及び広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の運用を要請す

る。 

(ｳ) 日本赤十字社救護班の要請 

医療救護活動の強化のため、必要に応じて日本赤十字社神奈川県支部に対

して救護班の派遣を要請する。 

ウ 医療救護隊の要請 

避難場所を開設し、巡回診療等が必要と判断した場合は、横浜市医師会及び横

浜市薬剤師会に対して、医療救護隊の出動を要請する。 

○ 医療救護隊の活動 

・避難所等で負傷者等の状況把握 

・主に軽症者に対する応急医療 

 

２  川崎市の医療救護対策 

震災時については、川崎市地域防災計画「震災対策編」「都市災害対策編」を準用

し、対応する。 

(1) 医療対策 

ア  医療救護班の編成 

区本部、川崎市医師会等は、被災現地等における傷病者の応急医療救護を行う

ため、次により医療救護班を編成し、主に軽症者の医療にあたる。 

・ 区本部は、災害規模等に応じて医師、医療従事者及び事務職等により、医療

救護班を編成する。 

・ 川崎市医師会は、災害規模及び患者の発生状況に応じて、各休日急患診療所

を拠点として医師を班長とする医療救護班(現場医療救護班、待機医療救護班、

収容医療救護班)を編成する。 

イ  医療救護班の出動 

(ｱ) 区本部医療・衛生班の出動指示 

市長及び区長は、緊急を要する災害又は地域的災害に対処するため、区本部

医療救護班に出動を指示する。 

(ｲ) 日本赤十字社救護班の要請 

医療救護活動の強化のため、必要に応じて日本赤十字社神奈川県支部に対し

て救護班の派遣を要請する。 

(ｳ) 川崎市医師会医療救護班の出動要請 

災害の規模及び患者の発生状況に応じ、医療救護班の出動を必要とする場

合、市長は、川崎市医師会長に出動要請を行うものとする。 

被害が甚大な場合やさらなる拡大が見込まれる場合等、市内医療機関の応

需体制の強化を図るべきと判断した場合は、神奈川県知事に対して、ＤＭＡ

Ｔの出動及び広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）の運用を要請す

る。 

(ｳ) 日本赤十字社救護班の要請 

医療救護活動の強化のため、必要に応じて日本赤十字社神奈川県支部に対

して救護班の派遣を要請する。 

ウ 医療救護隊の要請 

避難場所を開設し、巡回診療等が必要と判断した場合は、横浜市医師会及び横

浜市薬剤師会に対して、医療救護隊の出動を要請する。 

○ 医療救護隊の活動 

・避難所等で負傷者等の状況把握 

・主に軽症者に対する応急医療 

 

２  川崎市の医療救護対策 

震災時については、川崎市地域防災計画「震災対策編」「都市災害対策編」を準用

し、対応する。 

(1) 医療対策 

ア  医療救護班の編成 

区本部、川崎医師会等は、被災現地等における傷病者の応急医療救護を行うた

め、次により医療救護班を編成し、主に軽症者の医療にあたる。 

・ 区本部は、災害規模等に応じて医師、医療従事者及び事務職等により、医療

救護班を編成する。 

・ 川崎医師会は、災害規模及び患者の発生状況に応じて、各休日急患診療所を

拠点として医師を班長とする医療救護班(現場医療救護班、待機医療救護班、収

容医療救護班)を編成する。 

イ  医療救護班の出動 

(ｱ) 区本部医療・衛生班の出動指示 

市長及び区長は、緊急を要する災害又は地域的災害に対処するため、区本部

医療救護班に出動を指示する。 

(ｲ) 日本赤十字社救護班の要請 

医療救護活動の強化のため、必要に応じて日本赤十字社神奈川県支部に対し

て救護班の派遣を要請する。 

(ｳ) 川崎市医師会医療救護班の出動要請 

災害の規模及び患者の発生状況に応じ、医療救護班の出動を必要とする場

合、市長は、川崎市医師会長に出動要請を行うものとする。 
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(ｴ) 川崎市医師会長等の指示による出動 

川崎市医師会長は、突発的災害又は緊急を要する場合にあって、医療救護班

の出動について市長と協議するいとまのないときは、独自の判断に基づき医療

救護班を出動させることができる。 

ウ  医療救護班の活動内容 

      (ｱ)  応急医療 

(ｲ)  トリアージ 

(ｳ)  患者搬送指示 

(ｴ)  薬剤又は治療材料の支給 

(ｫ) 看護 

(ｶ) 助産救護（搬送を医療機関に指示） 

(ｷ) 死亡の確認 

(ｸ) 死体の検案 

エ 医療救護所の設置 

市長及び区長は、医療救護活動の展開を図るにあたり、災害の規模、傷病者の

発生状況等を勘案して、次のうちから適切な場所を選定し、医療救護所を設置す

る。 

(ｱ)  保健福祉センター 

(ｲ)  地区健康福祉ステーション 

(ｳ)  休日（夜間）急患診療所 

(ｴ)  地域防災拠点 

(ｫ)  歯科保健センター及び歯科医師会館 
なお、その他、特に必要と認める場合は、臨時医療救護所を設置することがで

きる。 
(2) 救急救助対策 

    ア  基本原則 

   (ｱ)  救急活動は、必要最小限の救命措置を講じ重傷者を優先的に搬送する。 

   (ｲ)  救助活動は、傷病者の救出救護活動を優先する。 

  イ  部隊運用 

救急及び救助隊を主体に編成する「大規模救急救助出場計画」に基づき運用す

る。 

  ウ  消防指揮本部等の措置 

災害現場における指揮体制の確立と関係機関との連携を図るため、消防局に消

防指揮本部、消防署に方面指揮本部、災害発生現場に現場指揮本部を設置する。 

  エ 消防職員の動員 

救急救助活動が大規模にわたるときは、災害事態に対応して消防職員の動員を

(ｴ) 川崎市医師会長等の指示による出動 

川崎市医師会長は、突発的災害又は緊急を要する場合にあって、医療救護班

の出動について市長と協議するいとまのないときは、独自の判断に基づき医療

救護班を出動させることができる。 

ウ  医療救護班の活動内容 

      (ｱ)  応急医療 

(ｲ)  トリアージ 

(ｳ)  患者搬送指示 

(ｴ)  薬剤又は治療材料の支給 

(ｫ) 看護 

(ｶ) 助産救護（搬送を医療機関に指示） 

(ｷ) 死亡の確認 

(ｸ) 死体の検案 

エ 医療救護所の設置 

市長及び区長は、医療救護活動の展開を図るにあたり、災害の規模、傷病者の

発生状況等を勘案して、次のうちから適切な場所を選定し、医療救護所を設置す

る。 

(ｱ)  保健福祉センター 

(ｲ)  地区健康福祉ステーション 

(ｳ)  休日（夜間）急患診療所 

(ｴ)  地域防災拠点 

(ｫ)  歯科保健センター及び歯科医師会館 
なお、その他、特に必要と認める場合は、臨時医療救護所を設置することがで

きる。 
(2) 救急救助対策 

    ア  基本原則 

    (ｱ)  救急活動は、必要最小限の救命措置を講じ重傷者を優先的に搬送する。 

   (ｲ)  救助活動は、傷病者の救出救護活動を優先する。 

  イ  部隊運用 

救急及び救助隊を主体に編成する「大規模救急救助出場計画」に基づき運用す

る。 

  ウ  消防指揮本部等の措置 

    災害現場における指揮体制の確立と関係機関との連携を図るため、消防局に消  

   防指揮本部、消防署に方面指揮本部、災害発生現場に現場指揮本部を設置する。 

  エ 消防職員の動員 

    救急救助活動が大規模にわたるときは、災害事態に対応して消防職員の動員を  
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行う。 

   オ  救急救助活動 

災害発生現場における救急救助計画は、傷病者の救出救助、被害拡大防止措置

を主体とし、各隊の基本行動は次のとおりである。 

   (ｱ)  指 揮 隊 

         a  現場指揮本部の設置 

     b  活動方針及び応援要請の要否決定 

     c  出場各隊への任務及び活動場所の指定 

     d  防災関係機関との連絡調整 

     e  各種情報の管理 

     f  通信統制及び消防警備本部、出動各隊との連絡調整 

     g  警戒区域の設定管理 

       (ｲ)  情 報 隊 

         a  二次災害予防情報収集 

       b  災害情報収集及び現場広報 

      c  被害及び原因調査 

       (ｳ)  救護所（隊） 

      a  現場救護所の設置 

      b  現場救護所の統轄運営 

      c  傷病者の応急処置及び管理 

      d  搬送順位の決定・表示 

    (ｴ)  救 急 隊 

         a  傷病者の応急措置 

     b  医療機関への傷病者搬送 

     c  傷病者の医療機関収容状況の確認、報告 

    (ｵ)  救 助 隊 

         a  被害拡大の防止措置 

         b  傷病者の救出救護 

     c  その他の下命事項 

    (ｶ)  担 架 隊 

         a  災害発生現場から現場救護所への傷病者搬送 

     b  傷病者の応急措置 

     c  その他の下命事項 

    (ｷ)  補 給 隊 

         a  救急薬品、救助用資機材の緊急搬送、補給管理 

      b  その他の下命事項 

   行う。 

   オ  救急救助活動 

 災害発生現場における救急救助計画は、傷病者の救出救助、被害拡大防止措置

を主体とし、各隊の基本行動は次のとおりである。 

   (ｱ)  指 揮 隊 

         a  現場指揮本部の設置 

     b  活動方針及び応援要請の要否決定 

     c  出場各隊への任務及び活動場所の指定 

     d  防災関係機関との連絡調整 

     e  各種情報の管理 

     f  通信統制及び消防警備本部、出動各隊との連絡調整 

     g  警戒区域の設定管理 

       (ｲ)  情 報 隊 

         a  二次災害予防情報収集 

       b  災害情報収集及び現場広報 

      c  被害及び原因調査 

       (ｳ)  救護所（隊） 

      a  現場救護所の設置 

      b  現場救護所の統轄運営 

      c  傷病者の応急処置及び管理 

      d  搬送順位の決定・表示 

    (ｴ)  救 急 隊 

         a  傷病者の応急措置 

     b  医療機関への傷病者搬送 

     c  傷病者の医療機関収容状況の確認、報告 

    (ｵ)  救 助 隊 

         a  被害拡大の防止措置 

         b  傷病者の救出救護 

     c  その他の下命事項 

    (ｶ)  担 架 隊 

         a  災害発生現場から現場救護所への傷病者搬送 

     b  傷病者の応急措置 

     c  その他の下命事項 

    (ｷ)  補 給 隊 

         a  救急薬品、救助用資機材の緊急搬送、補給管理 

      b  その他の下命事項 
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    (ｸ)  航 空 隊 

            下命事項 

    カ  救急救助資機材の整備 

大規模な救急救助活動に対応するため、救急救助車両の整備強化に併せて破壊

器具、救急資機材等の充実を積極的に推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    (ｸ)  航 空 隊 

            下命事項 

    カ  救急救助資機材の整備 

大規模な救急救助活動に対応するため、救急救助車両の整備強化に併せて破壊

器具、救急資機材等の充実を積極的に推進する。 
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第１０章 飲料水、食糧及び生活必需物資等の調達・供給活動 
 

 「神奈川県地域防災計画～地震災害対策計画～第４章第５節」に基づき実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１０章 飲料水、食糧及び生活必需物資等の調達・供給活動 
 

 「神奈川県地域防災計画～地震災害対策計画～第４章第５節」に基づき実施する。 
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第１１章 応 援 要 請 
 

第１節 自衛隊に対する災害派遣要請 

 

１ 派遣要請 

関係市長は、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、知事に対し

て、自衛隊の派遣要請を要求する。 

この場合、必要に応じて、その旨及び当該市の地域に係る災害の状況を防衛大臣、

地域担任部隊等の長に通知する。なお、関係市長は、この通知をした時は速やかにそ

の旨を知事に通知する。 

関係市長は、知事の自衛隊への派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合に

は、直接防衛大臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知する。この通知を受

けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認めら

れる場合には自主派遣をする。なお、市町村長は、この通知をした時は速やかにその

旨を知事に通知する。 

 

２ 災害派遣要請の範囲 

知事は、災害の規模や収集した被害情報及び市町村の通信途絶の状況から判断し、

人命又は財産の保護のため自衛隊の災害派遣が必要であると認める場合には、防衛大

臣又はその指定する者に対して「自衛隊応援要請マニュアル」に基づき災害派遣を要

請する。 

     要請範囲は概ね次のとおりである。 

(1)  被害状況の把握 

(2)  避難の援助 

(3)  遭難者等の捜索活動 

(4)  水防活動 

(5)  消防活動 

(6)  道路又は水路の啓開 

(7)  応急医療・救護・防疫 

(8)  人員及び物資の緊急輸送 

(9)  炊飯及び給水 

(10)  救援物資の無償貸与又は譲与 

(11)  危険物の保安及び除去 

(12)  その他知事が必要と認めるもので自衛隊との協議が整ったもの 

 

 

第１１章 応 援 要 請 
 

第１節 自衛隊に対する災害派遣要請 

 

１ 派遣要請 

関係市長は、応急措置を実施するために必要があると認めるときは、知事に対し

て、自衛隊の派遣要請を要求する。 

この場合、必要に応じて、その旨及び当該市の地域に係る災害の状況を防衛大臣、

地域担任部隊等の長に通知する。なお、関係市長は、この通知をした時は速やかにそ

の旨を知事に通知する。 

関係市長は、知事の自衛隊への派遣要請の要求が連絡不能で要求できない場合に

は、直接防衛大臣、地域担任部隊等の長に被害の状況などを通知する。この通知を受

けた防衛大臣、地域担任部隊等の長は、直ちに救援の措置をとる必要があると認めら

れる場合には自主派遣をする。なお、関係市長は、この通知をしたときは速やかにそ

の旨を知事に通知する。 

 

２ 災害派遣要請の範囲 

知事は、災害の規模や収集した被害情報及び関係市の通信途絶の状況から判断し、

人命又は財産の保護のため自衛隊の災害派遣が必要であると認める場合には、防衛大

臣又はその指定する者に対し「自衛隊応援要請マニュアル」に基づき災害派遣を要請

する。 

    要請範囲はおおむね次のとおりである。 

(1)  被害状況の把握 

(2)  避難の援助 

(3)  遭難者等の捜索活動 

(4)  水防活動 

(5)  消防活動 

(6)  道路又は水路の啓開 

(7)  応急医療・救護・防疫 

(8)  人員及び物資の緊急輸送 

(9)  炊飯及び給水 

(10)  救援物資の無償貸与又は譲与 

(11)  危険物の保安及び除去 

(12)  その他知事が必要と認めるもので自衛隊との協議が整ったもの 
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○ 自衛隊への要請先及び救援活動に要した経費 

  １ 要請先 

   ・ 陸上自衛隊の派遣を要請する場合 

   ・ 陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の別を特定しない派遣要請をする場合 

担当区域 要請先 
担当窓口／所在地 

ＮＴＴ電話／防災行政通信網 

県内全域 

東部方面混成団長 

東部方面混成団 

横須賀市御幸浜１-１ 

046(856)1291/9-486-9201 

内線(420/448) 

第１師団長 

東京都練馬区北町４-１-１ 

03(3933)1161/9-485-9201・9 

内線(2752) 

東部方面総監 

東京都練馬区大泉学園町 

048(460)1711 

内線(2256) 

 
・ 海上自衛隊の派遣を要請する場合 

担当区域 要請先 
担当窓口／所在地 

ＮＴＴ電話／防災行政通信網 

県内海岸地域 横須賀地方総監 

横須賀地方総監部防衛部オペレ

ーション室 

横須賀市西逸見町１丁目無番地 

046(822)3500/9-637-9201・9 

内線(2222/2223) 

046(823)1009（直通） 

県内全域 

 主として航空

機を必要とする

場合 

第４航空群司令 

第４航空群指令部 

綾瀬市無番地 

0467(78)8611/9-490-9201・9 

内線(2245/2246) 

  

２ 救援活動に要した経費 

   自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として、派遣を受けた関係市が負担す

るものとし、その内容は概ね次のとおりとする。 

      ・ 派遣部隊が、救援活動を実施するために必要な資材器材（自衛隊装備に係

○ 自衛隊への要請先及び救援活動に要した経費 

  １ 要請先 

   ・ 陸上自衛隊の派遣を要請する場合 

   ・ 陸上自衛隊若しくは海上自衛隊の別を特定しない派遣要請をする場合 

担当区域 要請先 
担当窓口／所在地 

ＮＴＴ電話／防災行政通信網 

県内全域 

東部方面混成団長 

東部方面混成団 

横須賀市御幸浜１-１ 

046(856)1291/9-486-9201 

内線(420/448) 

第１師団長 

東京都練馬区北町４-１-１ 

03(3933)1161/9-485-9201・9 

内線(2752) 

東部方面総監 

東京都練馬区大泉学園町 

048(460)1711 

内線(2256) 

 
・ 海上自衛隊の派遣を要請する場合 

担当区域 要請先 
担当窓口／所在地 

ＮＴＴ電話／防災行政通信網 

県内海岸地域 横須賀地方総監 

横須賀地方総監部防衛部オペレ

ーション室 

横須賀市西逸見町１丁目無番地 

046(822)3500/9-637-9201・9 

内線(2222/2223) 

046(823)1009（直通） 

県内全域 

 主として航空

機を必要とする

場合 

第４航空群司令 

第４航空群指令部 

綾瀬市無番地 

0467(78)8611/9-490-9201・9 

内線(2245/2246) 

  

２ 救急活動に要した経費 

   自衛隊の救援活動に要した経費は、原則として、派遣を受けた関係市が負担す

るものとし、その内容は、おおむね次のとおりとする。 

    ・ 派遣部隊が、救援活動を実施するために必要な資材器材（自衛隊装備に係
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るものを除く）等の購入費、借上料及び修繕費 

    ・  派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上げ料 

      ・  派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴料等 

・  派遣部隊の救援活動実施に際し生じた（自衛隊装備に係るものを除く）損

害の補償 

      ・ その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義がある場合は、自衛隊と  

        関係市が協議する。 

 

第２節 その他の機関に対する応援要請 
 

１ 国及び他の道府県等に対する応援要請 

○ 知事は、必要があると認める時は、指定行政機関、関係指定地方行政機関又は関

係指定公共機関（特定独立行政法人に限る。）の長に対して職員の派遣を要請し、

若しくは内閣総理大臣に対して指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣に

ついてあっ旋を求める。同様に、関係市長は、必要があると認めるときには、関係

指定地方行政機関又は関係指定公共機関（特定独立行政法人に限る。）の長に対

し、当該職員の派遣を要請する。 

    その際には、次の事項を記載した文書をもって行う。 

    ・ 派遣を要請（あっ旋）する理由 

    ・ 派遣を要請（あっ旋）する職員の職種別人員数 

    ・ 派遣を必要とする期間 

    ・ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

    ・ 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項 

○  知事は、関係市長の要請又は自らの判断により、次のとおり各機関の長に対して

広域応援の要請を行う。 

   ・ 県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請［警察法

第60条］ 

   ・ 消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊

急消防援助隊の派遣要請等［消防組織法第44条］、発生した災害の応急対策の

実施について専門的知識を有する者［石油コンビナート等災害防止法第28

条］） 

   ・ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知

事会を構成する都道府県に対する応援要請 

   ・ 厚生労働省、関係省庁及び他都道府県への広域医療搬送に係る要請 

 ○  関係市長は、応急措置を実施するために必要があると認めるときには、他市町村

長に対して応援要請を行い、若しくは知事に対して応援要請又は応急措置の実施を

るものを除く）等の購入費、借上げ料及び修繕費 

    ・  派遣部隊の宿営に必要な土地、建物等の使用料及び借上げ料 

      ・  派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、電話及び入浴料等 

・  派遣部隊の救援活動実施に際し生じた（自衛隊装備に係るものを除く）損

害の補償 

      ・ その他救援活動の実施に要する経費で負担区分に疑義がある場合は、自衛隊と

関係市が協議する。 

 

第２節 その他の機関に対する応援要請 
 

１ 国及び他の道府県等に対する応援要請 

○ 知事は、必要があると認める時は、指定行政機関、関係指定地方行政機関又は関

係指定公共機関（特定独立行政法人に限る。）の長に対して職員の派遣を要請し、

若しくは内閣総理大臣に対して指定行政機関又は指定地方行政機関の職員の派遣に

ついてあっ旋を求める。同様に、関係市長は、必要があると認めるときには、関係

指定地方行政機関又は関係指定公共機関（特定独立行政法人に限る。）の長に対

し、当該職員の派遣を要請する。 

    その際には、次の事項を記載した文書をもって行う。 

    ・ 派遣を要請（あっ旋）する理由 

    ・ 派遣を要請（あっ旋）する職員の職種別人員数 

    ・ 派遣を必要とする期間 

    ・ 派遣される職員の給与その他の勤務条件 

    ・ 前各号に掲げるもののほか、職員の派遣について必要な事項 

○  知事は、関係市長の要請又は自らの判断により、次のとおり、各機関の長に対し

対して広域応援の要請を行う。 

  ・県公安委員会に対する警察庁又は他都道府県警察への援助要求の要請［警察法第60

条］ 

   ・ 消防庁長官への要請（他都道府県消防機関所有のヘリコプターの派遣要請、緊

急消防援助隊の派遣要請等［消防組織法第44条］、発生した災害の応急対策の

実施について専門的知識を有する者［石油コンビナート等災害防止法第28

条］） 

   ・ 相互に応援協定を締結している九都県市首脳会議や関東地方知事会及び全国知

事会を構成する都道府県に対する応援要請 

   ・ 厚生労働省、関係省庁及び他都道府県への広域医療搬送に係る要請 

 ○  関係市長は、応急措置を実施するために必要があると認めるときには、他市町村

長に対して応援要請を行い、若しくは知事に対して応援要請又は応急措置の実施を
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要請するほか、「消防相互応援協定」に基づき、他の市町村長に応援を求め、災害

対策の万全を期する。 

横浜市及び川崎市は、「東京湾消防相互応援協定」に基づき、災害の状況に応じ

て東京湾沿岸の協定都市等（横浜市、川崎市、東京都、千葉市、市川市）へ応援を

要請する。 

○ 知事は、特に必要があると認める時は、関係市長に対して応急措置について必要

な指示をし、又は他の市町村長に対して関係市を応援するよう指示する。 

   

２ 自衛防災組織又は共同防災組織への協力要請 

関係市長は、自衛防災組織又は共同防災組織に対し、災害の応急措置について必要

に応じて協力を要請する。 

 

３ その他 

○ 消防庁長官は、災害の規模等から緊急を要し知事からの要請を待ついとまがない

場合や、人命救助等のために特に緊急を要し、かつ、広域的に消防機関の職員の応

援出動等の必要性を認めた場合、他の知事や市町村長へ消防の応援要請を行う。 

○ 知事は、必要があると認める時は、県内各地の災害に対処するため、在日米軍に

対し「災害準備及び災害対策に関する覚書」に基づき応援を要請する。 

○ 県が九都県市首脳会議の構成都県市への応援要請を行うにあたり、九都県市は共

同運営による応援調整本部を設置し、物資の提供や人員派遣等の総合調整を行う。 

○  ライフライン事業者等は、必要に応じて、応急対策に関する広域的応援体制をと

るように努める。 

○ 高速道路会社は、高速道路のサービスエリア等を警察・消防・自衛隊の部隊の展

開、宿営、物資運搬搬送設備等の拠点として使用させるなど、救助・救命活動への

支援を行う。 
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○  ライフライン事業者等は、必要に応じて、応急対策に関する広域的応援体制をと
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第１２章 災害救助法の適用 
 

１ 関係市長は、その被災状況によって災害救助法に基づく応急措置を実施する必要が

あると認める時は、知事に対しその旨要請する。 

 

２ 知事は、関係市長の要請に基づき必要があると認めた場合、災害救助法を適用す

る。 
 

第１３章 生活関連施設の応急復旧活動 
 

「神奈川県地域防災計画～地震災害対策計画～第４章第９節」に基づき実施する。 

 

第１４章 原子力災害応急・復旧対策 

 

「神奈川県地域防災計画～原子力災害対策計画～第２編第２章及び第３章」及び「神

奈川県地域防災計画～風水害等災害対策計画～第10編第２章及び第３章」に基づき実施

する。  

第１２章 災害救助法の適用 
 

１ 関係市長は、その被災状況によって災害救助法に基づく応急措置を実施する必要が

あると認める時は、知事に対しその旨要請する。 

 

２ 知事は、関係市長の要請に基づき必要があると認めた場合、災害救助法を適用す

る。 
 

第１３章 生活関連施設の応急復旧活動 
 

「神奈川県地域防災計画～地震災害対策計画～第４章第９節」に基づき実施する。 

 

第１４章 原子力災害応急・復旧対策 

 

「神奈川県地域防災計画～原子力災害対策計画～第２編第２章及び第３章」及び「神

奈川県地域防災計画～風水害等災害対策計画～第10編第２章及び第３章」に基づき実施

する。  

 


